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少子高齢社会に伴い, 人々の医療に対する関心

は高くニーズも多様化しており, 看護もその期待

に応えていかなければならない｡ しかし, 日本全

国に55万人といわれている潜在看護師, 新人看護

師の早期離職など, 看護師不足の問題は深刻化し

ている｡ 日本看護協会によると2006年の全国の常

勤看護職員離職率は12.4％で, 12都道府県が平均

を上まわり, 都市部と地方では最大で3.0倍とい

う地域差も出ている (日本看護協会�������

�����, 2008)｡ 看護師の退職後は主として新人看

護師で補充するため, 経験の浅い看護師によって

機能を維持している病院もあり (増野, 2007),

看護師の疲弊や看護サービスに影響を及ぼしてい

る｡

離職の予測因子に関して組織心理学分野では,

個人と組織の関係を組織コミットメントの側面か

ら分析する研究が1970年代より行われている (高

木, 2003；上野, 2005)｡ 組織コミットメントと

は, 個人の組織に対する関わりや愛着心などの心

理的な態度のことで (	
���������1979),

情動的 (��������) 要素, 継続的 (�
��������)

要素, 規範的 (�
������) 要素の３要素で構成

されている (����������1990)｡ 情動的要素と

は組織の価値や目標を共有し愛着をもった結びつ

きであり, 継続的要素とは離職することの損得勘
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本研究は, �県の看護師の就業継続意思と, キャリアアップする上で困難に感じていること

を調査し, 組織コミットメントの概念を用いて検討することで, 看護師が就業継続するための

条件について示唆を得ることを目的とする｡

1,495名の看護師を対象に就業継続意思の有無と理由, キャリアアップを困難にする理由等

の質問紙調査を行った｡ 就業継続の意思決定の理由は【自己のライフスタイルと仕事との適合

性】【キャリアアップの可能性】【年齢との折り合い】【病院組織の体制・条件】の項目に対

応するものであった｡ 就業継続意思ありでは, 組織コミットメントの３要素のうち情動的要素,

継続的要素を含み, 就業継続意思なしは３要素とも含まれないことが示唆された｡ キャリアアッ

プを困難にするのは, ＜地域性＞と＜組織の支援不足＞であった｡

A県の看護師は 『地元・家族密着安定志向』 の傾向をもっており, それを踏まえて情動的要

素を強化することが就業継続の条件であると考える｡

����：就業継続, 組織コミットメント, キャリアアップ
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１) 宮崎大学医学部看護学科 基礎看護学講座
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定に基づく結びつき, 規範的要素とは組織に対し

義務感や責任感に基づく結びつきを表している｡

また, 組織コミットメント全体に影響を与える

｢共通する先行因子｣ として, 個人特性, 教育,

在職期間がある (����������	2002 ; 石田ら,

2004；上野, 2005)｡

以上のことから, 看護師の就業継続の意思につ

いて, 組織コミットメントの視点で分析すること

は, 離職の状況を詳細に把握する上で重要である

と考える｡ また, 地方においては人員確保のみな

らず, 医療の高度化に伴い看護の質の維持・向上

も重要な課題であり, 看護の質は看護師のもつキャ

リアに影響されると言える｡ そこで, 本研究では


県の看護師の就業継続意思と, 
県におけるキャ

リアアップで困難に感じていることを調査し, 組

織コミットメントの概念を用いて検討することで,

看護師が就業を継続していくための条件について

示唆を得ることを目的とする｡

��� �

１. 対象とデータ収集方法


県内の全病院151施設の看護部に調査の趣旨

と内容に関する依頼文書を送付し, 調査協力の承

諾が得られた59施設の看護師 (准看護師を除く)

を対象とした｡ 各施設の看護部に看護師の人数分

の無記名・自記式質問紙を発送し, 看護師へ配布

してもらった｡ 質問紙は返信用封筒で個別に返送

できるようにした｡ 調査期間は平成17年10月～11

月であった｡

調査内容は①基本属性, ②看護師として就業す

ることに関して ｢なるべく働き続ける｣, ｢結婚,

出産で一時退職し, 子供が離れたら再就職する｣,

｢結婚, 出産まで働く｣ から選択, ③現在の職場

で就業を継続する意思の有無を選択し, その理由

を自由記載, ④現在の職場に就職した経緯につい

て研究者が設定した７つの経緯から選択, ⑤
県

内または
県外で職場を移動した経験の有無, ⑥

移動の機会がある場合の, 地理上の許容圏を九州

圏内・関西まで・関東まで・全国から選択, ⑦看

護職としての最終目標を保健師・助産師・認定看

護師・専門看護師・看護管理者・看護師のまま

(資格や職位を目指さないで現状のまま) から選

択, ⑧
県でキャリアアップしていく上で困難な

ことを自由記載とした｡

２. 分析方法

得られたデータは単純集計を行った｡ 就業継続

意思と移動許容圏については, 看護師としての最

終目標とクロス集計を行った｡ 就業継続意思の有

無の理由とキャリアアップで困難なことの理由に

おける自由記載は, 最小の意味ある文脈ごとに区

分し, 類似した内容ごとにカテゴリー化した｡ カ

テゴリー化, ネーミングについては研究者間で繰

り返し検討し, データの信頼性, 妥当性を確保し

た｡ 抽出したカテゴリーは比較・図式化し, 組織

コミットメントの３要素の視点で検討した｡

３. 倫理的配慮

研究の参加は自由意思で強制ではないこと, デー

タは施設名や個人の特定ができないように処理す

ること, 研究の成果は学会発表や論文として公表

することを文書で説明し, 調査票の返送により研

究参加の意思があると見なした｡

４. 用語の定義

離職：離職とは職務から離れることで, 退職と

は現職を退くことである (大辞林, 1998�) が,

本研究では離職と退職は同義語とする｡

キャリアアップ：キャリアアップという用語は

和製英語で, より高い資格・能力を身につけるこ

と, 経歴を高めること (大辞林, 1998�；カタカ

ナ新語辞典, 2001) とあるが, ここでは ｢個人が

職業上の地位や役割を獲得しながら職業人として

の能力やアイデンティティを形成していくこと｣

(看護大辞典, 2002) というキャリア発達の意味

で使用する｡
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１. 対象の特性

対象となった施設の設置主体は官公立, 医療法

人, 財団法人, 民間病院であった｡ 質問紙は

3,783人に配布し有効回答数1,495人 (39.5％)であっ
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た｡ 男性99人 (6.6％), 女性1,377人 (92.1％), 平

均年齢34.1±9.8歳であった (図１)｡ 未婚者は720

人 (48.2％), 既婚者は667人 (44.6％), 子供がい

る者は645人 (43.1％) であった｡ �県出身者は

1,339人 (89.6％) であった｡ 看護師として就業に関

する考えでは, ｢なるべく働き続ける｣ が956人 (63.

8％), ｢結婚・出産で一時退職し, 子供が手を離

れたら再就職する｣ が308人 (20.6％), ｢結婚・

出産まで働く｣ が124人 (8.2％) であった｡

現在の職場にどのような経緯で就職したかの問い

では, ｢広告｣ が415人 (27.8％), ｢知人・友人を

通して｣ が343人 (22.9％), ｢出身学校・先生の紹

介｣ が239人 (16.0％), ｢家族・親戚を通して｣ が2

38人 (15.9％), 以下, ｢学生時代の実習施設｣ ｢奨

学金を受けた施設｣ ｢その他｣ の順であった｡

�県内で職場を移動した経験のある者は1,052

人 (70.1％), ない者は432人 (28.9％), �県外に

職場を移動した経験のある者は560人 (37.5％),

ない者は923人 (61.7％) であった｡ 移動の機会が

ある場合, 移動許容圏は九州圏内と答えた者は

713人 (47.7％) であった｡

２. 移動許容圏と自己の最終目標の関連

現在の職場に就業継続する意思と看護師として

の最終目標との関連では, 就業継続すると答えた

657人のうち, 看護師のままで就業を継続するが429

人 (65.2％), 看護管理者が92人 (14.0％), 認定看

護師が44人 (6.6％), 以下専門看護師, 助産師,

保健師などであった｡ 現在の職場に就業継続意思

なしと答えた714人のうち, 看護師のままが458人

(64.1％), 認定看護師48人 (6.7％), 専門看護師

45人 (6.3％), 保健師27人 (3.7％), 看護管理職と

助産師が同数で各26人 (3.6％)であった (表１)｡

移動許容圏と看護師としての最終目標との関連

では, 九州圏内が許容圏と答えた713人中, 看護

師のままが502人 (70.4％), 看護管理者43人 (6.0

％), 認定看護師, 専門看護師が同数で各41人

(5.7％), 保健師, 助産師が同数で16人 (2.2％)

であった｡ 次に多かったのが全国を許容圏とした

��県の看護師の就業継続意思とキャリアアップに関する調査

�� ������	
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就業継続の意思
最終目標

保健師 助産師 認定看護師 専門看護師 看護管理者 看護師のまま わからない 無回答 合計

就業継続する 5(0.8％) 13(1.9％) 44(6.6％) 37(5.6％) 92(14.0％) 429(65.2％) 13(1.9％) 24(3.5％) 657

就業継続しない 27(3.8％) 26(2.6％) 48(6.7％) 45(6.3％) 26(3.6％) 458(64.1％) 19(2.6％) 65(9.1％) 714

無 回 答 0(0％) 3(2.4％) 9(7.2％) 8(6.4％) 5(4.0％) 74(60.0％) 18(15.0％) 7(5.6％) 124

合 計 32(2.1％) 42(2.9％) 101(6.9％) 90(6.2％) 123(8.4％) 961(66.0％) 50(3.4％) 96(6.4％) 1,495
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許容圏
最終目標

保健師 助産師 認定看護師 専門看護師 看護管理者 看護師のまま わからない 無回答 合計

九 州 圏 内 16(2.2％) 16(2.2％) 41(5.8％) 41(5.8％) 43(6.0％) 502(70.4％) 20(2.8％) 34(4.7％) 713

関 西 ま で 4(4.1％) 2(2.0％) 7(7.3％) 3(3.1％) 7(7.3％) 60(63.0％) 4(4.1％) 4(4.1％) 96

関 東 ま で 3(2.1％) 8(5.6％) 16(11.0％) 13(9.1％) 20(14.0％) 69(49.0％) 6(4.2％) 6(4.2％) 142

全 国 2(1.3％) 7(4.7％) 13(8.7％) 11(7.4％) 6(4.0％) 88(59.4％) 0(0.0％) 5(1.8％) 148

そ の 他 7(2.6％) 2(0.7％) 16(5.9％) 15(5.5％) 30(11.1％) 169(63.0％) 5(1.8％) 7(2.6％) 269

無 回 答 0(0.0％) 7(5.5％) 8(6.2％) 7(5.5％) 17(13.3％) 73(27.3％) 6(4.0％) 9(7.0％) 127

合 計 32(2.1％) 42(2.8％) 101(6.9％) 90(6.1％) 123(8.4％) 961(66.0％) 50(3.4％) 96(6.5％) 1,459



148人中, 看護師のままが88人 (59.4％), 認定看

護師13人 (8.8％), 専門看護師11人 (7.4％), 助産

師７人 (4.7％), 以下看護管理者, 保健師であっ

た｡ 関東までが許容圏とした142人中, 看護師の

ままが69人 (48.6％), 看護管理者20人 (14.0％),

認定看護師16人 (11％), 専門看護師13人 (9.1％),

以下, 助産師, 保健師であった (表２)｡

３. 現在の職場での就業継続の意思の理由と, キャ

リアアップに困難を感じる理由

現在の職場で就業継続の意思のある者は657人

(44.3％), 意思のない者は714人 (47.7％) であっ

た｡ 就業を継続する理由は, ≪慣れた職場にいた

い≫≪通勤が便利≫などで構成された＜安定した

職場である＞, ≪学べる・学びたい≫≪目標があ

る≫などで構成された＜向上できる職場である＞

などのほか, ＜年齢の壁がある＞＜選択肢がな

い＞などに分類できた｡ 継続意思のない理由とし

て≪結婚・出産後は退職するだろう≫≪現在子育

て中である≫などで構成された＜女性のライフス

タイルを優先したい＞, ≪他科・他職種で経験を

積みたい≫などで構成された＜他分野で活躍した

い＞などのほか, ＜待遇に不満がある＞＜年齢に

よる困難を感じる＞に分類できた (表３, 表４)｡

�県内でのキャリアアップで困難に感じること

では,“研修を受けたいと思っても, 主に県の中

央で実施されている”,“資格を得るための研修や

学会も都市部で実施されている”,“地理的に遠い

し旅費がかかる”,“研修を受ける時間が確保でき

ない”など≪距離・金・時間≫に関することや,

“土地柄のせいか医療現場が保守的”“病院間で

医療の質を上げるような競争がない”といった

≪競争意識がない≫, 都市部よりも≪研修自体が

少ない≫などの＜地域性＞に関するものが抽出さ

れた｡ また, キャリアアップに対する≪職場・上

司の理解・協力がない≫, 保育施設がなく≪子育

てへのサポートがない≫など＜組織の支援不足＞

によるものが抽出された (表５)｡

就業継続意思の有無の理由とキャリアアップで

困難なことの理由で抽出したカテゴリーは, ｢現

在の職場に就業継続意思あり｣ の場合は, 職場に

� 南九州看護研究誌 ���.7 ��.1 (2009)
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カテゴリー ＜ ＞ サブカテゴリー ≪ ≫

安定した職場である(164)

慣れた職場にいたい(36)
通勤が便利(30)
働きやすい(25)
収入が安定している(21)
身分が安定している(17)
人間関係がよい(14)
職場に満足・期待がある(14)
地域・生活に根ざしている(7)

向上できる職場である(74)

学べる・学びたい(23)
目標がある(19)
やりがいがある(11)
経験を積みたい(11)
施設に期待できる(10)

年齢の壁がある(59)
年齢的に転職は無理である(48)
定年が近い(11)

選択肢がない(30)

他に働きたい病院がない(15)
家族の事情(7)
再就職は困難(6)
管理職になった(2)

その他(35)
どちらとも言えない(17)
その他(18)

( ) はコード数 合 計 362
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カテゴリー ＜ ＞ サブカテゴリー ≪ ≫

女性のライフスタイル
を優先したい (102)

結婚・出産後は退職するだろう(90)
現在子育て中である(12)

他分野で活躍したい
(97)

他科・他職種で経験を積みたい(79)
看護以外の転職(10)
地元または県外に就職希望(8)

待遇に不満がある
(95)

ハードな勤務(27)
給与に対する不満(20)
病院・上司・スタッフへの不満(17)
休日に研修・勉強会(13)
自己の求めることと不一致(10)
通勤が困難(8)

年齢による困難を感じ
る (18)

体力の限界(15)
能力の限界(3)

その他 (27)
わからない(10)
転勤予定(7)
その他(10)

( ) はコード数 合計339
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カテゴリー ＜ ＞ サブカテゴリー ≪ ≫

地域性 (119)

距離・金・時間(88)
競争意識がない(14)
思う病院がない(11)
研修自体が少ない(6)

組織の支援不足 (65)
職場・上司の理解・協力がない(30)
子育てへのサポートがない(25)
業務が忙しい(10)

その他 (17)
特になし(8)
その他(9)

( ) はコード数 合計 201



対して安定感や待遇の良さ, 向上できるなどのポ

ジティブな因子と, 年齢的に新しい職場での適応

困難, 選択肢がないなどのネガティブな因子の両

方によって構成されていた｡ ｢現在の職場に就業

継続意思なし｣ は, 結婚・出産によって退職する

だろうという予測や, 自己の目標が他の場にある,

勤務と待遇のアンバランス, 体力・能力の限界な

ど, ネガティブな因子で構成されていた｡ これら

のカテゴリーは比較するとそれぞれ対応している

と考えられた｡ 対応しているカテゴリーは, 【自

己のライフスタイルと仕事との適合性】【自己の

向上・キャリアアップの可能性】【年齢との折り

合い】【病院組織の体制・条件】という就業継続

意思の決定項目であると考えた｡ キャリアアップ

で困難なことの理由で抽出した＜地域性＞＜組織

の支援不足＞はキャリアアップだけでなく就業継

続の意思にも影響があると考えられた (図２)｡
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１. �県内の看護師の特性

今回の調査では, 約90％が地元出身で, 一時退

職を含めなるべく働き続けると答えた者が80％を

超えている｡ 平均年齢が34.1歳で43％の者が子供

を持っていること, 看護職としての最終目標と移

動許容圏を九州圏内とした看護師が70.4％であっ

たことから, 看護師としてこれからも地元に根を

下ろし, 家族と共に過ごすという人生設計を描く

『地元・家族密着安定志向』 という傾向が窺える｡

これは, 就業継続の意思ありの理由に≪慣れた場

所にいたい≫≪通勤が便利≫, 就業継続意思なし

の理由に≪結婚・出産後は退職するだろう≫≪現

在子育て中である≫≪通勤が困難≫というサブカ

テゴリーからも言える｡ また, 就業継続の意思あ

りと答えた人の理由に＜向上できる職場＞という

カテゴリーが抽出されていることから 『地元・家

族密着安定志向』 に加えて, その職場において,

自己の成長やキャリアアップもできることを期待

し職場を選択していることがわかる｡

�県内での移動経験ありは70％にのぼり, 結婚,

出産をきっかけに 『地元・家族密着安定志向』 を

満足させる病院を求めて県内を移動したものと推

測できる｡ また, 現在の職場に就職した経緯に

｢広告｣ ｢知人・友人｣ ｢家族・親戚｣ を通して決

めていることから, 地域の情報や看護師間で病院

��県の看護師の就業継続意思とキャリアアップに関する調査
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＜就業継続意思の決定項目＞

継続的要素あり 安定した職場である
自己のライフスタイル
と仕事との適合性

女性のライフスタイル
を優先したい

継続的要素なし

情動的要素あり 向上できる職場である
自己の向上・キャリア
アップの可能性

他分野で活躍したい 情動的要素なし

共通因子・
継続的要素あり

年齢の壁がある 年齢との折り合い
年齢による困難を感じ
る

共通因子あり

継続的要素・規
範的要素あり

選択肢がない 病院組織の体制・条件 待遇に不満がある 継続的要素なし

組織コミットメ
ントの帰結

組織コミットメ
ントの帰結

現在の職場に就業継続
意思あり

現在の職場に就業継続
意思なし地域性

組織の支援不足

キャリアアップの困難
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の情報交換, いわゆる口コミで 『地元・家族密着

安定志向』 に適う職場を求めていると考えられる｡

�県外に移動した経験のある者は37％にとどまっ

ている｡ 県外で就業経験のある回答者からは�県

の医療体制, 待遇面でのギャップに関する記述が

見られた｡ 福井らは (1998), 職場移動する看護

者は潜在的に有能な看護者としての資質を有し質

の高い医療・看護サービスを供給できると述べて

おり, �ターン者の経験は�県の医療・看護に少

なからず新しい視点をもたらすと言え, 貴重な人

材と考える｡

２. �県内の看護師のキャリアアップに関する意識

今回の対象者の平均年齢34.1歳は, キャリア中

期の危機 (35歳～45歳) にほぼ該当する時期と考

える｡ キャリア中期の危機とは, 組織の中でアイ

デンティティを確立し, 自己だけでなく他者の責

任を引き受け, さらに家庭との両立を図りながら

将来的なキャリアの計画を立てる時期を過ごした

後, 自分の現状を評価し自己の生活とキャリア間

の葛藤が生じる段階 (�����	
�, 1978；平井,

2002) のことである｡ キャリアアップの計画を

持っていたとしても, ≪距離・金・時間≫の問題

で実行できず,“はがゆい思いをしている”と記

述する者もいた｡ 自己の就業における希望と現実

のギャップを抱えながら今後のキャリアアップを

吟味するには, 選択肢の幅が狭く, 葛藤する者が

多いと考える｡ �県でキャリアアップしていく上

で困難なことの理由に, ＜地域性＞が抽出されて

おり, これは�県内全体の病院, 組織体制, 看護

の教育体制などに対する意見で, 県レベルで医療

の組織や教育のあり方を検討する必要がある｡

一方で,“この歳では求人がない”,“他の領域

や病院で始めから覚えるのは難しい”,“若い人た

ちと一緒に仕事をするのは頭がついていかない”,

といった＜年齢の壁がある＞＜年齢による困難を

感じる＞などの個人における要因によって, キャ

リア中期の課題に対する答えを持てない状況が推

測される｡

現在の職場に就業継続の意思と看護師としての

最終目標の関連について, 就業継続の意思の有無

に関わらず, 資格や職位を目指さないで現状のま

まと考える者が約60％を占めており, 『地元・家

族密着安定志向』 が影響していると考えられるが,

今後さらに検討する必要がある｡

目標を持っている者に焦点を当ててみると, 同

じ職場で就業を継続する場合は管理職を目指し,

職場の移動を考える場合は認定看護師など専門性

のある資格を得ることを掲げており, 最終目標に

は, 移動が可能であるかが影響していると考える｡

３. 就業継続の意思と組織コミットメントについて

本研究で得られた, �県看護師の就業継続意思

とキャリアアップに関する構造の各カテゴリーを

組織コミットメントの３要素の概念と比較した｡

就業継続意思ありの理由における＜安定した職場

である＞は, ≪慣れた場所にいたい≫≪身分が安

定している≫などのサブカテゴリーからわかるよ

うに, 個人が今までその組織で築き上げた身分や

報酬の確保に力を注いできたことに焦点が当たっ

ている｡ ＜年齢の壁がある＞＜選択肢がない＞は,

今の職場を辞めた場合, 代替の組織がないので現

在の職場にとどまるという思いに焦点が当たって

いる｡ したがって, ＜安定した職場である＞＜年

齢の壁がある＞＜選択肢がない＞は, 継続的要素

であると考えた｡ また, ＜選択肢がない＞の≪管

理職になった≫というサブカテゴリーは, 管理職

は組織に所属し続けるものであるという義務感を

持っていることが示され, 規範的要素を含むと考

えた｡ したがって, ＜選択肢がない＞のカテゴリー

は, 規範的要素と継続的要素の２つを含むと考え

られる｡ ＜向上できる職場である＞は, 個人の目

標と組織の目標が一致し, 達成感や希望, 良好な

人間関係をもち, 愛着を示しており, 情動的要素

であると考えた｡

就業継続の意思なしの理由における＜女性のラ

イフスタイルを優先したい＞＜他分野で活躍した

い＞＜待遇に不満がある＞のカテゴリーには３要

素いずれも含まれていないと考えた｡ これは, 子

育てや生活の基盤を形成するために地元での就業

を望む, 『地元・家族密着安定志向』 という�県

看護師のニーズを満たしていないことが, 組織コ
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ミットメントを弱めていると推測される｡ 『地元・

家族密着安定志向』 は, 個人特性を形成する文化

的な要素であり, 組織コミットメント全体に影響

を与える ｢共通する先行因子｣ として存在すると

いえる｡ また, ＜年齢による困難を感じる＞も年

齢を自己の壁や限界と捉える個人特性であり, 共

通先行因子と考えた｡

先行研究において, 組織コミットメントが強い

ほど離転職の意思は低く, 特に情動的にコミット

メントしている従業員は, その組織を去る可能性

が低いという関係が見いだされている (高木,

2003 ; 鈴木, 2007)｡ 看護師を対象とした研究に

おいても (����������	1993), 情動的要素が

離職の予測因子として重要であると述べている｡

今回の調査では, 現在の職場に就業継続意思なし

では, 情動的要素は見いだされていない｡ また,

キャリアアップを困難にさせる要因として＜地域

性＞や＜組織の支援不足＞, 看護師の年齢が情動

的要素を低くさせていると考える｡ 上野は (2005),

組織コミットメントの中で情動的要素は, 帰結と

して職務行動に密接に関連しているため, 組織に

とって看護師の情動的要素を高めるための努力を

欠くことはできないと述べている｡ したがって,

『地元・家族密着安定志向』 という
県看護師の

傾向を踏まえ, ＜地域性＞や＜組織の支援不足＞

を改善することで, 就業継続意思に最も関連する

情動的要素を強化し, キャリアアップも促進する

と考える｡

４. �県において就業を継続するための条件


県看護師の就業継続の意思とキャリアアップ

する上で困難なことについて明らかにし, 組織コ

ミットメントの概念を用いて分析した｡ これらの

ことから, 
県の看護師が就業を継続するための

条件として①地元で子育てと仕事ができるサポー

ト体制作り②各個人が自己の目標を維持でき, 特

にキャリア中期の年齢層が経験を生かせるシステ

ム作り, の２つを実現可能にする病院運営の改善

が必要と考える｡ 経験年数によって組織コミット

メントは変化することや (石田ら, 2006), 組織

コミットメントに影響を与える要因はキャリアス

テージ (勤続年数) によって異なっていること

(難波ら, 2007) が明らかになっていることから

も, 看護師のライフサイクルの段階に対応できる

プログラムやシステムを作りは重要である｡

組織コミットメントを促進する要因としてグレッ

グは (2005), 個々の看護師の能力を発揮できる

チャンスの提供とキャリア発達の支援をあげてい

る｡ 看護師としてのキャリアを積み, 子育て中あ

るいは子育て後にも自己研鑽のチャンスがあるこ

とで組織に対し情動的要素が強化され, 就業の意

思を継続させ, 看護の質の向上にもつながると考

える｡

������

今後は
県内の各地域の医療, 組織の状況を詳

しく調査し, 看護師の就業の動向と関連させて検

討を重ねる必要がある｡ また他の地方や都市部の

看護師の就業継続意思と組織コミットメントの関

連性についても比較していきたい｡

調査にご協力頂きました
県内の病院, 看護部,

看護師の皆様に深く感謝申し上げます｡
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第２子以降の出産を迎える家族の発達課題は,

｢年長の子どものニードを満たしながら, 新しい

家族員 (生まれてくる子) を統合していく方法を

見出すことであり, 上の子の乳児に対する嫉妬や,

大人への注意獲得行動として表出される行動や感

情に, 両親が敏感に対応できれば, 新しい子ども

の誕生に対する年長の子どもの心の準備や, 状況

改善に役立つ｣ といわれている (野嶋, 1996)｡

しかし, 先行研究では, 妊娠中期から後期にかけ

て, 第１子の ｢聞き分けのない振る舞いをする｣

｢精神的に不安定になる｣ という行動が増え, 親

の対処行動として叱る関わりが増えていること

(小島ら, 2003), 母親は, 子育て中における第１

子との関係の中での苛立ちや, ジレンマを感じて

おり, どこまで怒ったら良いのか悩み, ｢母子関

係を再形成する過程での不全感｣ を抱いているこ

と (田尻, 2003) が指摘されており, 年長子の対

応に戸惑う親の姿が明らかになっている｡

また, 妊婦自身が, 妊娠中から, 年長子の育児

について相談に乗ってもらいたい, 具体的な対応

の仕方を教えてもらいたいという希望を持ってい

ること (�������, 1997；蓼沼, 2005；園田,

2007) から考えると, 子どもと接する機会が少な

い中で親になった世代にとって, 未知の体験とも

いえる年長の子どものニーズを満たしていくこと

は容易ではないといえる｡

以上のようなことから, 母性看護の領域におい
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第２子以降の出産を迎える家族が, 年長子との関係形成をしていくプロセスを明らかにし,

必要とされるケアを考察することを目的に, ２人以上の子育てをしている２名の研究参加者か

ら, 半構成的インタビューによりデータを収集し, グラウンデッド・セオリーアプローチの手

法を参考に質的帰納的分析を行った｡

その結果,【家族内支援の立て直し】,【上の子との関係維持に向けた試行錯誤】,【家族内支援

の活用】,【近隣者ネットワークの活用】,【上の子の変化についての情報収集】,【兄弟 (姉妹) 関

係の芽生え】という６つのカテゴリーが抽出され, 比較検討した結果,【上の子との関係維持

に向けた試行錯誤】をコアカテゴリーとした｡ この結果から, 第２子以降の出産を迎える家族

に対して, 妊娠期から, 父親や祖父母も含めた年長子の発達や情緒面の変化, 退行現象に対す

る対応方法の提供と, 年長子の兄・姉になる心理的準備に対する支援について示唆を得ること

ができた｡

����：第２子以降の親業, 兄弟関係, 心理的準備
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て, 妊娠期から年長子との関係形成に向けた支援

に取り組むことは重要である｡

そこで本研究では, 第２子以上の子育てをして

いる女性の体験から, 年長子との関係形成につい

ての取り組みを明らかにすること, そして, 第２

子以降の出産を迎える家族が, 上の子との関係を

形成していくうえで必要な助産師の支援について

考察することを目的とした｡

������

１. 調査期間および研究対象者の選択

１) 調査期間：2007年12月～2008年１月

２) 研究参加者の選定：調査期間において, 子育

て支援グループの代表に, 本研究の目的と, 得

られたデータは研究以外の目的では使用しない

こと, プライバシー には十分に配慮すること

を説明し, 研究参加者の紹介を依頼した.

２. データの収集方法

データの収集は, 対象者が指定した自宅等の場

所で, 一人に対して１時間前後の半構成面接を

１回行い, 内容を研究対象者の同意を得て録音し

た｡ 半構成面接における質問は, 下の子を妊娠・

出産した時の上の子の反応, 上の子に対する対応

方法と気持ち, 欲しかった援助である｡

３. 分析方法

１) 面接を録音したテープから逐語録を作成し分

析データとした｡

２) グラウンデッド・セオリーアプローチの手法

を参考に, 研究参加者の語りの文脈に留意しな

がら, データのコード化, サブカテゴリー化,

カテゴリー化を行った｡ その後, カテゴリー間

の関連性についても検討し, 中心となるカテゴ

リーを抽出した｡

４. 信頼性と妥当性の確保

分析過程において, サブカテゴリーやカテゴリー

について, 母性看護学の研究者４名で討議を重ね,

信頼性と妥当性を高めた｡

５. 倫理的配慮

研究参加者の権利を保護するために, 研究協力

を辞退する権利, 答えたくない質問には答える必

要がないこと, 研究協力は途中でも辞退すること

が可能なこと, 得られたデータは研究以外には用

いないこと, 結果については, 匿名性の保持をし

たうえで公表することについて文書にて説明し同

意書を得た｡ また, 得られたデータはフェイスシー

トとインタビューデータにわけ, 鍵付きキャビネッ

トに保管した｡

��� 	

１. 研究参加者の概要

�さん： 30代前半, 妊娠４か月, ３歳男児,

１歳５か月男児, 夫と暮らしている｡

�さん： 30代前半, ６歳男児, ４歳女児, １歳

男児, 夫と暮らしている｡

２. 第２子以降の出産を迎える家族が上の子との

関係を形成していくプロセス

第２子以降の子育てをしている母親の語りを分

析した結果,【家族内支援の立て直し】,【上の子

との関係維持に向けた試行錯誤】,【家族内支援

の活用】,【近隣ネットワークの活用】,【上の子

の変化についての情報収集】,【兄弟 (姉妹) 関係

の芽生え】という６つのカテゴリーが抽出され,

比較検討した結果,【上の子との関係維持に向け

た試行錯誤】をコアカテゴリーとした｡

以下に, 各カテゴリーと, それを構成するサブ

カテゴリー, カテゴリーを代表するデータを用い

て説明する｡ カテゴリーは【 】, サブカテゴ

リーは, ＜ ＞で示した｡ 説明のために内容を

表しているデータの一部を ｢ ｣ で示した｡

１)【家族内支援の立て直し】

このカテゴリーは, ＜夫を親にするための方法

の模索＞, ＜支援の中心者である実母＞の２つの

サブカテゴリーから構成された｡ 研究参加者は,

第１子の子育て時の経験から, 複数の子どもを育

てていくためには, 父親の育児協力が必要である

と認識していた｡ そのため, 父子だけの時間をつ

くり, 夫を褒め育児への参加を促進する働きかけ

�� 南九州看護研究誌 ���.7 ��.1 (2009)



を行っていた｡ 一方で, 実母や周囲から, 一般男

性の育児参加の現状を聞き, 自分の夫だけではな

いという認識も持っていた｡ 第２子以上の出産を

迎える女性にとって, 実母の役割は, 夫を親にす

る方法を教えてもらうだけでなく, 実際の子育て

支援の担い手としても重要な役割を持っていた｡

｢女性が気をつけて子どもたちとコミュニケー

ションをとらせるようにしないと・・｡ ｢ちょっ

と子ども見といて, とかお風呂に入れて｣ とか,

それをさせるかさせないかで違うんですよね｡

やっぱり｡｣

｢(実母にもらった助言で役に立ったこと) 旦

那に対して, とにかくありがとうと言えと｡ そ

れから男にはあんまり期待するなということで

すね｡｣

２)【上の子との関係維持に向けた試行錯誤】

このカテゴリーは, ＜上の子のニーズに対応で

きないというジレンマ＞, ＜おりこうさんじゃな

くなる＞, ＜上の子の育児への行き詰まり＞,

＜子どもとの取引＞, ＜上の子と向き合う時間を

つくる＞, ＜上の子を優先する＞の６つのサブカ

テゴリーから構成された｡ 妊娠継続のニーズを持

つ, あるいは生まれてきた子どものケアもしてい

かなければならない母親にとって, 年長子との関

係維持は大きな課題であった｡ そして, 年長子の

退行現象を＜おりこうさんじゃなくなる＞変化と

して母親は認識しており, 行き詰まりやジレンマ

を感じていた｡ しかし, 年長子のニーズを優先し

たり, 代替案を出して対応する＜子どもとの取

引＞などの方法を試しながら, 関係維持を図って

いた｡ また, 年長子とだけと向き合う時間は, 子

ども自身の不満を解消する方法として有効だと実

感していた｡

一人の女性は, 年長子と物理的に離れることが,

関係維持を妨げる要因になることを体験として語っ

ていた｡

｢絶対立ったまま抱っこということもあります

ので, その時は, じゃあプラス10秒抱っことい

う感じでやはり取引がありますね｡｣

｢一緒に生活してしばらくは, 本当にお利口さ

んだったんですけど, ママはずっといてくれる

んだってわかった瞬間, コップはひっくり返す,

落書きしまくりで・・・｣

｢(退院後), 100日前後が一番きつかったかな｡

その間に２番目が体調崩して入院しちゃったん

ですよ｡ それで10日離れたんですよ｡ また長男

との関係が反抗期の振り出しに戻って｡｣

｢(３人目の出産で入院していた時は) うちの

親が, 幼稚園のお迎えにいくときに病院に寄っ

てくれて, 毎日子どもたちとお茶して, ｢今日

はこんなことがあったよ, あんなことしたよ｣ っ

て話して, それでしばらくしたら, じゃーね｡

バイ バイって感じで｡ 私のほうも, 毎日顔が

見れるから, 私としても安心できましたしね｡｣

｢１週間に一度の息抜きタイムみたいにして,

ばあちゃんに２人目を預けて, ２人だけで散歩

して買い物して帰ってくるみたいにして, ちょっ

とガス抜きみたいにしていたんです｡｣

３)【家族内支援の活用】

このカテゴリーは, ＜夫の育児支援の活用＞,

＜実母の育児支援の活用＞の２つのサブカテゴリー

から構成された｡ 家族内支援の立て直しにより,

夫の育児分担が可能になった場合には, 日常の女

性の負担感は軽減されていた｡ また, 実母は, 里

帰りという形態での育児分担から, 年長子や母親

の状態が落ち着くまで通うなど, 様々なバリエー

ションでの育児分担を行っていた｡

｢後は, パパが早く帰ってきてくれて手伝って

くれて｡ 毎日５時ジャストには家に戻ってきて

くれて, そこから長男を連れだしてくれて, 二

人ででかけてくれるので, その間下の子にミル

クをやったり, 食事の支度をしたり｣

｢週に1回, 母も通ってきてくれて, 面倒みて

くれて・・ (中略)｡｣

４)【近隣ネットワークの活用】

このカテゴリーは, ＜近隣者の好意＞, ＜限ら

れた時間での活用＞の２つのサブカテゴリーから

構成された｡ 家族内支援が活用できない場合, 近

隣者による支援を受けられることは, 複数の子ど

もを育てる上で女性の負担感を軽減していた｡ し

かし, この支援は近隣者の好意によって成り立っ

ていること, 夕方, 受診時という限られた時間で
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の活用が特徴であった｡

｢２番目は小さくて, 風邪をよく引いていたけ

ど, 病院も遠方まででなければならないので,

２人連れて行くのはとても大変で｡ 隣の方が心

よく預かってくれて｡｣

｢夕方にぐずるじゃないですか｡ 泣いていると

『おー泣いているね｡ おじちゃんと遊ぼう』 と

か, ばあちゃんと遊ぼうとか｡ これが一番, す

ごい助かった｡ ありがたかったですね｡｣

５)【上の子の変化についての情報収集】

このカテゴリーは, ＜父親を通じた情報収集＞,

＜実母からの情報収集＞, ＜子育てグループ・友

人からの情報収集＞, ＜インターネットからの情

報収集＞, ＜情報収集の困難さ＞の５つのサブカ

テゴリーから構成された｡ 年長子の変化の意味や,

その対応を知るために, 下の子どもが生まれた場

合, どのような反応をするのかについて情報を知

りたいと考えていた｡ そのため, 父親や, 実母,

子育てグループ, インターネットから情報収集を

行っていた｡ 得られた情報は, 年長子との関係維

持に向けた対応に活用されていた｡ 一方で, 年長

子の変化を予期するための情報の得にくさや, 施

設の出産準備教室では得られる情報がないと認識

していた｡

｢パパが見かねて, なんかね, 怒るより抱っこ

した方がいいらしいよって｡ なんか８秒間抱っ

こということを書いてある本を読んだらしくっ

て｡ あーだまされたと思ってやってみたって感

じで｣

｢(上の子の育児のことについての情報は) イ

ンターネットをよく見ていたので, 掲示板とか

に相談したり, １人目が生まれて, インターネッ

トの掲示板で仲良くなった方とか｡｣

｢(出産準備教室では), 欲しい情報はなかった

ですね｡ ものめずらしさで, どんなことをする

のかなって感じでいったんで｡ 欲しい情報は,

やっぱりお兄ちゃんとの関係, 上の子を預ける

ところがどこかにあるかとか, 公共施設で使え

る場所だとか・・｡｣

６)【兄弟 (姉妹) 関係の芽生え】

このカテゴリーは, ＜下の子の反応の出現＞,

＜兄弟 (姉妹) 遊びの成立＞, ＜世話することの

楽しさ＞, ＜兄 (姉) としての自覚の芽生え＞の

４つのサブカテゴリーから構成された｡ 母親, 父

親といった大人との関係が中心であった年長子に

とって, 下の子の反応が出てくることは, 関心の

対象となり, 遊びの中で関係形成がされていった｡

また年長子が女児の場合, 母親の模倣で世話をす

ることの楽しさを感じており, 兄・姉としての自

覚が芽生えていた｡ 上の子と下の子の関係が出来

て, 年長子の退行現象が落ち着いてきたことによ

り, 母親が年長子の対応に困ると感じることは減っ

てきていた｡

｢寝返り, ハイハイの時期になったら, 上の子

は落ち着きましたね｡ 下の子の反応がでてきて,

『面白いなあ』 って一緒に遊んでくれるように

なったり, ちゃんとしたもんで, ２人でなんだ

か笑いあっていて｡｣

｢(第３子が生まれた時に) お兄ちゃんが, 下

の子 (妹) に, ｢かわいいね｡ ○○ちゃん, ほ

ら弟だよ.｣ みたいに諭していて｡ ｢へー｣ って｡

だから, そんなに困ったことは無かったといえ

ば無かったですね｡｣

３. 上の子との関係を形成していくプロセスにお

けるカテゴリー間の関連性

上記のプロセスにおける６つのカテゴリー間の

関連性について述べる｡ 第２子, ３子を育ててい

くために, 女性は,【家族内支援の立て直し】を

行い, 実際に【家族内支援の活用】ができるよう

に準備していた｡ また, 家族にとっては, 年長子

の退行現象や, 甘え, 嫉妬それ自体が未知の経験

であるため,【上の子の変化についての情報収

集】を行いながら,【上の子との関係維持に向け

た試行錯誤】を妊娠中から継続して行っていた｡

そして,【近隣ネットワークの活用】は限られた

時間であったとしても核家族にとっては有効な手

助けの一つであった｡ また,【上の子との関係維

持に向けた試行錯誤】に費やされていた家族の労

力, 特に母親の年長子の反応に対する困難感は,

【兄弟 (姉妹) 関係の芽生え】により軽減したと

自覚されていた (図１)｡
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第２子以上の子育てをしている女性の体験から,

年長子との関係形成についての取り組みについて

分析を行ったところ, 田尻 (2003) の研究によっ

て明らかになった, 年長子の対応に困惑し, ｢母

子関係を再形成する過程での不全感｣ を抱いてい

る母親の姿ではなく, 年長子と生まれてくる子ど

もの両方の子育てができるように, 妊娠中から積

極的に【家族内支援の立て直し】を行い,【家族

内支援を活用】,【近隣ネットワークの活用】を

行っている姿であった｡ これらの行為により, 新

しい家族員の統合がなされていた (図１参照)｡

�'������(2004) は, 女性が第２子を家族に統合

していくプロセスを ｢新しいバランスを獲得する

こと｣ としており, そのための基本要素として,

｢家族外の支援を探すこと｣, ｢家族員の間で子ど

もを養育する関係を形成していくこと｣ をあげて

いるが, 今回得られたカテゴリーの【近隣ネット

ワークの活用】,【家族内支援の立て直し】,【家族

内支援の活用】と類似するカテゴリーであると考

える｡ また,【上の子の変化についての情報収集】

については,【上の子との関係維持に向けた試行錯

誤】に向けて具体的な対応を教えてもらいたいと

いう経産婦のニーズの現れでもある (��	�
��,

1997 : 蓼沼, 2005；園田, 2007)｡

以上のことから考えると, 今回の研究は, ２名

のデータの分析ではあるが, 第２子以降の子育て

をしている女性に共通する体験であるといえる｡

次に, 第２子以降の出産を迎える家族に対する

支援について, 母性看護の役割である以下の３点

について考察を行う｡

１. 家族内支援の立て直しに向けた支援

本研究の結果から, 第２子以上の出産を迎える

家族にとって, 家族内支援の立て直しが重要にな

ることがみえてきた｡ 母親の育児負担や, 育児不

安には父親の育児サポート状況が大きく影響する

が (本保ら, 2003), 夫の育児サポート率は, 初

産婦48.4％, 経産婦32.5％と経産婦へのサポート

が低いのが現状である (小島, 2003)｡ 特に経産

婦では夫の年長子の世話に対するサポートへの不

満が高く, それによって夫との親密度が低下する

ことも明らかになっている (小島, 2003)｡

また, 大月ら (2002) は, 第１子の第２子に対

する適応がスムーズにいった要因には, 妊娠中から

出産後も継続して, 夫婦間の役割調整が行われる

こと, 実父母のサポートが得られることを明らかに

しているが, 今回の研究参加者の体験では, この

２つの要因が働いていたことで, 年長子との関係

維持が図られたのではないかと考える｡ しかし, 夫

婦間の役割調整についていえば, 今回のケースで

は, 妻からの働きかけにより夫の変容が認められた

が, 男性の育児サポート率の低さを考えると, 妻

からの働きかけだけでなく, 年長子の変化や育児

における父親の役割について学べるような, 出産

準備教育の提供を考えていくことも重要である｡
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また, 対象の家族が, 実父母を含め, 誰からの

支援を受けるのかを確認し, その支援者も含め,

上記のような提供をしていくことが有用であると

考える｡

２. 上の子との関係維持に向けた支援

経産婦は, 出産準備教室では, 生まれてくる子

供を家族に統合していくための具体的方法を学び

たいというニーズを持っているといわれているが

(�����, 2002), 今回の研究協力者も同じような

ニーズを持っており, また甘えや嫉妬などの年長

子に起こっている変化は, ｢おりこうさんじゃな

くなる｣ というようなネガティブなイメージでと

らえられていた｡ ｢おりこうさんじゃなくなる｣

という認識であれば, 親の対処行動としては,

｢叱る｣ という関わりが増えてくる｡ 新しい子ど

もが生まれてくることによって起こる年長子の退

行現象を親がどう対応したらよいかについて,

����	
�(1997) は, 退行現象を, 年長子が赤ちゃ

んの気持ちを理解するための行動として, 親の認

識を変える方法を提唱している｡ ｢叱る｣ のでは

なく, その退行現象を通して, ｢赤ちゃんについ

て｣ 話す機会の場としていくことも生まれてくる

子供を家族に統合していくための具体的な方法と

なるのではないだろうか｡ また, １歳から４歳ま

での子どもは, 母親との分離状況におかれた時に

不安状態を示す傾向にあるといわれている

(�	�����, 1998�無藤ら, 2001)｡ 研究参加者も,

産後の入院中に, 年長子と触れ合う時間をつくる

ことで母子ともに安定していたこと, 退院後に再

度入院のために年長子と離れたことで関係が振り

出しに戻ったと認識していることからも, 可能で

あれば, 年長子との関係が途切れないように面会

時間を使うことは有効ではないだろうか｡

３. 上の子の兄・姉になる心理的準備

今回のケースでは, 下の子の反応が出てくるこ

と, 遊びが成立してくこと, また女児であれば,

母親の真似をして赤ちゃんの世話をすることによっ

て兄・姉へと変化していく様子が明らかになった｡

しかし, 親が親になる心理的準備を必要とするよ

うに, 年長子が兄・姉になる心理的準備も必要で

ある｡ そのことについても, 看護として取り組み

始められている (����������1998；堀内ら, 200

4)｡ 具体的には, 下の子どもが生まれてきたとし

ても, 年長子に対する愛情は変わらないというこ

とを子どもの発達段階に応じて伝えていくこと,

また, 妊娠中から, 赤ちゃんが生まれた後に, 年

長子がしたいこと, してほしいことを家族に伝え

られる場を設けること, 下の子が生まれるという

ことについて年長子と一緒に考えていくことなど

を通して, 年長子の兄・姉になる心理的準備をし

ていくことが, 新しく生まれてきた子どもが, そ

の家族に統合されていくうえで有用であると言わ

れている｡

家族をひとつのシステムとして捉えたとき, 肯

定的な変化をもたらすためには, 配偶者サブシス

テム, 親－子サブシステム, 同胞システムのいく

つかに働きかけることが必要だといわれており

(野嶋, 1996), 新しい家族の統合に向けての援助

としては, 年長子の行動や感情を, 親が理解し対

応していくための援助と, 年長子どもの新しい弟

妹の誕生に対する心理的準備に向けての援助とい

う双方向性の支援が有用だと考える｡

������

本研究の結果から, 第２子以降の出産を迎える

家族が, 上の子との関係を形成していくうえで必

要な支援として, 家族内支援の立て直しに向けた

支援, 上の子との関係維持に向けた支援, 上の子

の兄・姉になる心理的準備のための支援について

の示唆をえることができた｡ 今後は, 経産婦対象

とした家族教室などの場において, 複数の家族サ

ブシステムに働きかけるようなプログラムについ

て検討していきたい｡

本研究では, 今回の分析対象者が２名であると

いうことから, 先行研究と同様のカテゴリーが見

られるとはいえ, カテゴリーの飽和化に至ったと

はいえない点, 子育てグループの参加者であると

いう対象特性という点において限界がある｡

今後は対象者の背景を広げ, 信頼性・妥当性を

高めていくことが研究の課題である｡
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｢病院の子ども憲章｣ の普及や日本看護協会が

定めた小児看護領域における業務基準などが示さ

れ, 日本においてもインフォームド・アセントや

プリパレーションなど子どもを尊重し, 子ども自

身が納得して医療を受けられるような関わりが広

がっている｡ 子どもにとって入院とは, 生活の場

が変化することである｡ これは単なる ｢場所｣ の

変化だけでなく, 治療という状況が与える生活そ

のものの変化でもあり, 子どもにとってストレス

フルな体験となることが多い｡ そのため, 入院に

伴う様々な変化や出来事に対する不安を和らげ,

その適応を助けることは小児看護の重要な役割で

ある｡ 平林 (2005) は短期入院した幼児の行動観

察を行い, 探索や折り合いをつけながら入院によっ

て脅かされた自分の存在を取り戻していく過程を

明らかにし, 子どもの適応を助けるための援助の

方向性を示した｡ しかし, 聴覚障害児には ｢耳が

聞こえない障害｣ だけでなく, ｢言語的コミュニ

ケーションの問題｣ という二次的な問題が存在し

ている｡ そのため, 聴児のように情報を探索する

ことや, 自己主張をすることは容易ではなく, 生

活の変化に十分に対処・適応することは難しいこ

とが予測される｡ このような困難さを抱える聴覚

��
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目的：聴覚障害児が医療の場で経験している困難の現状を検討し, 今後の研究の焦点を明確に

すること｡

研究方法：聴覚障害児の医療場面での困難について, �������, ���� �, 医学中央雑誌

を用いて過去10年間 (1997年～2008年) の国内外の文献検討を行った｡ 集められた14件の文献

を, 聴覚障害児の状況理解・障害認識, 医療の場で起こる出来事への児の対応, 聴覚障害児の

医療への参与, 聴覚障害児-医療者のコミュニケーション４つ視点から内容を分析した｡

結果・考察：児の治療に対する状況理解や, 医療処置への反応・行動について検討した文献は

ほとんどなく, 医療を受ける聴覚障害児の姿は明らかにされていなかった｡ また, 看護師が彼

らをどのように支援しているのかも具体的に述べられていなかった｡ 児とのコミュニケーショ

ンについては複数の文献が取り上げており, 意思疎通を図ることの難しさに対して多くの医療

者が困っていることが文献から推察された｡ 今後の研究では, 聴覚障害児の医療場面における

行動や反応について焦点をあて, 医療を受ける児の様子を明らかにすることが求められている｡

����：聴覚障害児, 心理的準備, 入院生活, コミュニケーション
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障害児が自身の存在を必要以上に脅かされず, 持

てる力を発揮できる場を整えるためには, 彼らを

理解した上で, 特別な看護援助を提供することが

必要である｡

そのためには, 聴覚障害児の新たな環境・状況

に対する反応や, 適応のために行う対処行動, そ

れを支援する家族・専門職者の行動を明確にした

上で, 看護援助のあり方を検討することが必要で

あると考えた｡ 本研究はその第一段階として, 聴

覚障害児が医療の場で経験している困難の現状を

検討し, 今後の研究の焦点を明確にすることを目

的とした｡

������

聴覚障害児の医療の場における適応を援助する

方策を立てるため, 過去10年間の国内外の聴覚障

害児に関する文献検討を通して, 聴覚障害児と医

療の場で経験している困難の現状を検討し, 今後

の研究焦点を明確にすること｡

���	
��

｢聴覚障害｣ とは一般的に聴力が低下している

か, 全く活用できない状態の障害のことを指す｡

���の�����	
���������������では聴

力レベルが20��から障害があるとし, 71��以上

を重度難聴と定義している｡ 日本では, 法律上両

耳の聴力レベルが70��以上を聴覚障害者と定義

し, 障害者手帳の交付がなされている｡

聴覚障害を表す言葉は数種類あり, 英語では一

般的には ｢������������｣ が用いられ, 軽

度難聴を ｢����-
�-������｣, 重度難聴 (71��

以上) を ｢����｣ と表現している｡ 一方, 国内で

は ｢聴覚障害｣ の他に ｢難聴｣ と ｢ろう｣ という

表現が用いられている｡ ｢ろう｣ とは聴力レベル

が100��以上の ｢高度難聴｣ を指すが, 文化や思

想などが背景にあるため使用が複雑であり, 公的・

医学的文書にはあまり用いられていない｡

そこで, 本研究では検討文献内での研究対象者

の聴力レベル, 障害の原因, 種類を特に限定せず,

聴覚に障害があることを ｢聴覚障害｣ とし, その

障害をもつ子どもを ｢聴覚障害児｣ とする｡

�����

１. 対象文献

聴覚障害児の医療場面での困難について, 海外

文献は�������, ������, 国内文献は医学

中央雑誌を用いて過去10年間 (1997年～2008年)

の文献検討を行った｡ 海外文献は�
�����������

を対象とし, ������ ������では������		
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��	�
�	� �$�����		の検索ワードをすべて組み

合わせて検索を行った｡ その結果, 119件の文献

が抽出された｡ 国内文献は, 会議録以外の文献を

対象として聴覚障害児と難聴児の２語を看護系雑

誌に限定し検索を行った｡ その結果, 抽出された

文献は20件であり, 文献数が少ないため検索ワー

ドの追加は行わずにこれを検討対象とした｡

これら139件の文献のうち, 社会心理学的発達

に関する文献, 家族の心理的適応・ストレスに関

する文献, 神経・生理学的研究に関する文献, リ

ハビリテーション方法・教育方法とその評価に関

する文献, 特定の疾患・治療方法に関する文献に

ついては除外し, 該当した14文献 (海外10件, 国

内4件) を分析の対象とした｡ 文献を精読した結

果, 対象となった文献には研究論文以外の文献も

含まれていたが, 文献数が少ないこと, 聴覚障害

児への援助の現在の情勢を知る必要があると考え

たため, これらを含めて検討することとした｡

２. 分析方法

集められた文献を研究目的, 研究デザイン, 対

象, データ収集方法, 文献内容の中から聴覚障害

児が受ける医療処置や看護援助における困難さに

ついて記述されている部分をとりあげた｡ 分析は

平林 (2005) が示す ｢幼児後期の子どもの入院の

場への適応プロセス｣ を参考に, 聴覚障害児が医

療の場に適応する上で重要な要素として, 聴覚障

害児の状況理解・障害認識, 医療の場で起こる出

来事への児の対応, 聴覚障害児の医療への参与,

聴覚障害児-医療者のコミュニケーションの４要

素を挙げ, これらの視点から行った｡
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１. 聴覚障害児の心理的適応に関連する研究の概要

対象となった文献の研究目的は, 人工内耳のイ

ンフォームド・コンセントに関するもの４件 (文

献４,５,６,７), 人工内耳移植術を受ける子ども

への看護に関するもの２件 (文献２,３), 家族が

見た人工内耳移植術前後の児の様子に関するもの

２件 (文献８,14), 医療場面での聴覚障害児の行

動に関するもの２件 (文献１,10), 聴覚障害児へ

の看護援助に関するもの４件 (文献９,11,12,13)

であった｡ 論文執筆者は, 第一執筆者が看護師９

件, 医師・歯科医師４件, 教育学者１件であった｡

研究対象は聴覚障害児４件, 聴覚障害児の家族２

件, 小児の人工内耳移植術を行っている病院１件

であった｡ 研究デザインは, 質的研究２件, 量的

研究１件, 事例研究３件, 実践報告１件, 文献レ

ビュー２件, 解説記事５件であった｡ データ収集

方法は, 面接による個別インタビュー, カルテ内

容の分析, 質問紙調査などであった (表１)｡

２. 聴覚障害児と医療の間に生じる問題の現状

１) 聴覚障害児の状況理解, 障害認識について

聴覚障害児たちが治療や障害に関連する状況の

理解について述べられている文献は２件であった

(文献12, 13)｡ 木戸 (2005) は母親へのインタビュー

から, 人工内耳移植術後に児は頭をぶつけること

や転倒を気にかけるような行動はなく, 人工内耳

の安全管理 (日常生活の制限等) は母親が中心と

なって行っていることを報告していた｡ また, 一

人の母親は児が外部プロセッサを嫌がり, なかな

か装着できなかったと語っている｡ しかし, 母親

や看護師が児に対して安全管理や, 外部プロセッ

サ装着の意味を説明したりするような関わりをもっ

ていたのかは, 文献の中では明らかにされていな

かった｡

澁谷ら (1997) が分析した事例の中には, ｢ま

た聞こえるようになるんでしょ｣ と看護師に尋ね

た12歳の突発性難聴児や, ｢治るから大丈夫｣ と

難聴が進行していくことを受けいれられていない

11歳の進行性難聴児の姿があった｡ また, ある難

聴を受け入れられていない12歳児は人工内耳につ

いて ｢サイボーグみたい｣ と発言し, 難聴の自覚

がない別の12歳児は補聴器装着を受け入れていな

かった｡ この子どもたちは全員が突然の失聴や,

難聴が進行して聞こえが悪くなった状態にあった｡

文献では受容を支援するために, 医療者がどのよ

うな関わりを持ったのかについては述べられてい

なかった｡

２) 聴覚障害児の医療の場で出会う出来事への対

応

聴覚障害児が医療処置などに対する対応につい

て記述した文献は見いだせなかった｡ 一方, 治療

に伴う生活の変化に対する児の対応について述べ

ている文献は２件あった (文献11, 14)｡ 澤田ら

(1997) が紹介した視聴覚 (右眼失明, 左眼手動

弁) に障害がある14歳は, 術前オリエンテーショ

ンを前向きに取り組み理解していたが, 術後に個

室移動したことで精神的に不穏となり, 術前に居

た四人床室へ戻ることを強く求めた｡ 児は術前と

同じ環境に戻ると, 不穏状態になることはなかっ

た｡ また, 佐藤ら (2002) の事例で紹介された４

歳児は, 便座での排泄という新しい経験に対して

不安感や恐怖心を強く表現し, 理解できないまま

の看護師による誘導には感情を爆発させていた｡

児は看護師にトイレや便座をどのように使用する

のかを手本を見せられ, 一緒に行っていくことで

感情を爆発させることはなくなった｡

これらの文献から, 聴覚障害児は新しい体験に

不安を感じやすく, 環境の変化に敏感であること

が読み取れる｡ しかし, それが聴覚障害児の特徴

なのか, 年齢, 発達によるものなのか, 事例独自

のものなのかは患児の反応についても詳しく検討

されていないため, 明確にできていない｡ これら

の事例は他の障害や疾患をもっていたため, それ

らの影響を受けている可能性も考えられるが, 文

献ではその点については考慮されていなかった｡

また, 援助場面による違いも検証されていなかっ

た｡

３) 聴覚障害児の医療への参与について

聴覚障害児の医療に対する参与は日々の処置や

援助に関わる内容の文献と, 治療方針の決定に関

わる内容の文献に分けられた｡ どちらの文献も聴

��臨床における聴覚障害児への援助の文献検討
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覚障害児や家族に対して医療者がどのように関わ

るかについて述べ, 子ども自身がどのように参与

しているかという視点で記述されている文献は見

いだせなかった｡ 聴覚障害児への日々の処置に対

するプリパレーションについて, その内容や方法,

評価について検討している文献は１件であった

(文献11)｡ 澤田ら (1997) は術前オリエンテーショ

ンで, 術後に移動となる個室を見学し, ストレッ

チャーによる移動, 臥床での食事, 眼帯の遮蔽な

ど, 初めて経験することや, 術前と大きく変化す

る日常生活を看護師と一緒に体験させていた｡ ま

た, 解説記事・レビュー内でプリパレーションに

触れている文献は２件であった (文献３,６)｡

�������ら (1999) と�����	
ら (2007) は, 聴

覚障害児へのプリパレーショの重要性について述

べ, 家族の協力を得ながら児が理解できるように

行うことを推奨している｡ 特に, �����	
ら

(2007) は, 聴覚障害児は未知の事象に恐怖を抱

きやすいというレビュー結果から, 初回受診前か

ら親と相談する方が良いとしていた｡

人工内耳に関するインフォームド・コンセント

は, 十分な決定能力をもたない年齢の子どもでは,

親による代理決定によって行われていた (文献２,

３,４,５,７,８)｡ しかし, ��	�ら (2007) が指

摘するように, 提供されている情報の内容は人工

内耳の機能や効果など医学領域に偏重して, ろう

文化や発達学的視点からの情報, 人工内耳挿入の

リスクに関する情報がほとんど提供されていない｡

小児への人工内耳移植を取り巻く問題として, 児

が成長した際に聾文化との関係などから, 患児自身

が人工内耳を否定する可能性もあり, 本人の自己

決定権を侵害する問題に繋がるという意見が存在

している (��	������2005 ;�����������2006)｡

このような問題を解決するため, インフォームド・

コンセントは医師だけでなく聴能科学者, 聴覚障

害者なども参加し, あらゆる情報が提供された上

で判断なされるべきだと主張されている (��	�

�����2007 ;���������2000)｡ また, 代理決

定の過程の中で看護師は, 親の不安や戸惑いなど

に対して, 情報交換や不安の表出などができる場

を整えるような援助を行っていた (文献２,10,12 ;

�����	, 2006 ;�����	��, 2002 ; 木戸, 2005)｡

以上のことから, プリパレーションの必要性は

認識されているが, 実際の内容・方法は十分に評

価されておらず, 実態はほとんど明らかにされて

いない｡ 人工内耳移植に関しては効果や文化的な

面からの多様な意見があるため, インフォームド・

コンセントの内容について検討する必要があるこ

とを多くの文献が取り上げていた｡ しかし, 実際

に使用する児へのインフォームド・アセントの視

点に立った考察がされている文献は見あたらなかっ

た｡

４) 聴覚障害児の医療者とのコミュニケーション

について

聴覚障害児が医療者とのコミュニケーションの

中でどのようなことに困難を感じているかという

視点で記述した文献は見いだせなかった｡ 聴覚障

害児と医療者のコミュニケーションについて書か

れていた文献は４件 (文献１,３,９,13) 存在し

たが, これらの文献は医療者がどのように聴覚障

害児のコミュニケーションを行うかという視点で

記述されていた｡ 主として, 聴覚障害児とのコミュ

ニケーション方法は手話か筆談, 読唇術を用いら

れ, 児のコミュニケーション方法を把握しながら

数種類を組み合わせて行っていた (��	���

1999 ;������������1999 ;�������	�2001)｡

さらに��	��(1999) は手話で専門的な内容や

用語を家族が通訳することには限界があるため,

専門的なトレーニングを受けた手話通訳士が行う

ことを推奨していた｡

しかし, �������ら (1999) は人工内耳を受け

る児のほとんどは, 若年齢であるために読み書き

ができないこと, �������	(2001) は読唇術が

できる聴覚障害児は約30％しかいないと述べてい

る｡ 澁谷ら (1997) は聴覚障害児のコミュニケー

ションを分析した結果, 難聴発症時期が言語習得

以前か否かによってコミュニケーション能力に差

があることを明らかにした｡ 彼女はほぼ同年齢の

高度難聴児の２例を比較し, 言語習得以後の児は

十分に筆談でコミュニケーションが図れたことに

対し, 言語習得以前に発症している児とは言語に

よるコミュニケーションに限りがあったと報告し

��臨床における聴覚障害児への援助の文献検討



た｡ また, 筆談やジェスチャーによるコミュニケー

ションは意思疎通が図りにくく, 複雑な内容とな

ると伝わらないことも報告していた｡

これらの文献により, 児とのコミュニケーショ

ンには様々な方法が用いられているが, コミュニ

ケーションは患児の年齢や発症時期の影響を受け,

児の既往によってコミュニケーションの困難さは

異なることが明らかにされていた｡

��� �

文献を精読した結果, 聴覚障害児の医療ケアに

関する文献は解説記事や事例研究が多く, 十分に

研究がされているとは言えない状況であった｡

これらの文献を概観した結果, 聴覚障害児の状

況の理解や, 医療処置に対する反応・行動につい

て検討されている文献はほとんどなく, 聴覚障害

児がどのような場面で, どんな反応・行動するの

かについて十分に検討されていないことが明らか

となった｡ また, 処置や治療に対する児への説明

についても, インフォームド・アセントやプリパ

レーションの実践について述べている文献もなく,

そこでの児の様子も明らかにされていない｡ その

一つ一つに対して医療者や家族が何らかの援助を

行っていることは推測できるが, その援助内容や

方法についてはほとんど述べられてはいなかった｡

児の反応は事例から読み取れる部分もあるが, 事

例の個性か聴覚障害児の特徴なのかを判別するに

は事例数が少なく, 明確なことがわからない状態

である｡ このことから, 先行研究では医療を受け

る聴覚障害児がどのように過ごしているのかは明

確にされておらず, 看護師たちがどのように彼ら

を支援しているのかも具体的に明らかにはされて

いないと言える｡

コミュニケーションについては複数の文献が取

り上げていた｡ そのほとんどは医療者が聴覚障害

児とどのようにコミュニケーションをとるかにつ

いてであり, 聴覚障害児のコミュニケーション・

スタイルに合わせること, 聴覚障害児と意思疎通

を図ることの難しさに対して多くの医療者が困っ

ていることが文献から推察された｡ 子どもは言語

能力や認知発達が未熟なため, そのニーズが充足

されているか確認することは聴児でも困難であり,

聴覚障害児ではさらに困難となる｡ 看護実践にお

いて, 対象者との関係を形成するためにはコミュ

ニケーションは欠かせない要素である｡ 対象者と

直接コミュニケーションをとりながら援助を行う

ことで, その人のニーズに敏感に対応することが

可能となる｡ コミュニケーションに関する文献の

半分が看護師によって執筆されていることから,

聴覚障害児への看護をより良くするために児とコ

ミュニケーションをとることでニーズを把握した

いという看護援助への思いが窺えた｡ 一方, 聴覚

障害児が医療者とのコミュニケーションの中でど

のようなことに困難を感じているのかについては,

検討した文献がないため明らかにされていないこ

とがわかった｡

対象者を理解することは, 看護の基本である｡

対象者を理解し, 信頼関係を形成しながらその人

のニーズを把握し, 満たしていくことが看護援助

の原則である｡ 先行研究をレビューした結果, 聴

覚障害児への看護に関する研究は, 信頼関係を形

成する方法であるコミュニケーションに重点が置

かれ, 看護を受ける聴覚障害児自身のことについ

てはあまり研究されていないということが明らか

になった｡ また, 聴覚障害児たちは新しい状況に

対して混乱しやすく, 場に適応することが非常に

難しいことも明らかとなった｡ 医療場面での聴覚

障害児の様子を研究することは, 児の理解を助け

る重要な資料となる｡ 児の理解が不十分な状況で

は, 良い看護を提供することは不可能であり, 入

院や処置によるストレスをさらに増大させる可能

性がある｡ 聴覚障害児の発達的特徴や反応・行動

の特徴を理解することは, 聴覚障害児が医療の場

で主体的に在るための援助を検討し, 実践するこ

とに繋がる｡ したがって, 聴覚障害児への看護を

より良くしていくためには, 聴覚障害児の医療場

面における行動や反応について検討した研究が必

要であり, その結果より医療を受ける聴覚障害児

の様子を明らかにすることが求められていると考

えられる｡
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平成18年の調査によると身体障害児の18.6％が

聴覚言語障害児であり (厚生労働省, 2008), そ

の人数は決して少なくはない｡ 現在, 新生児聴覚

スクリーニングが多くの病院で行われ, 人工内耳

の適応年齢も１歳６ヶ月以上 (日本耳鼻咽喉科学

会, 2006) と定められ, 聴覚障害の早期発見・早

期治療が進められている｡ 実際に人工内耳埋め込

み術は年間手術数の約４割が小児であり, 特に４

歳児以下での手術件数が増加している｡

早期発見・治療の流れにより, 聴覚障害の幼児

が入院する機会は以前よりも増加している｡ この

ことから, 幼児期の聴覚障害児への看護援助のあ

り方を検討することは急務である｡ しかし, ｢聴

覚障害｣ は多様であり, 先天性難聴や言語習得前

の障害発症と言語習得後の障害発症ではコミュニ

ケーション能力に大きな差があることが明らかに

されている (澁谷, 1997) ことから, 研究の中で

全ての ｢聴覚障害｣ を同じものとして扱うことは

できない｡ 聴覚障害児の行動や反応を研究する際

には, 言語・認知発達の知識を踏まえて, 発症時

期や年齢の影響を考慮した分析を行うことが重要

である｡

子どもの気持ちにより添い, 子どもの持つ力を

最大限に引きだすことが, 小児看護の役目である｡

小児看護学領域では子どもが主体的に治療を受け

るための援助について長年検討されてきた｡ 今後

の研究において聴覚障害児たちの医療の場での姿

を明らかにし, 彼らが主体的に治療を受けるため

の具体的な援助が示されることが望まれる｡

なお, この研究は平成20年度科学研究費補助金

(若手研究 (�) 課題番号 20791729) によって行わ

れたものである｡
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21世紀は, ヒトゲノムの解読とともに幕が開け,

2003年４月には, ｢ヒトゲノム解読｣ 終了が発表

された｡ ゲノム解読により, いのちの設計図に手

が入り, バイオテクノロジーの進歩はいのちの操

作までをも可能にした｡ これからの医療は, 従来

までの聴診器や問診, 通常医療の中での検査をベー

スにした診断・治療から, 組織や人体の一部を介

しての遺伝子診断や治療, 再生医療, 移植医療な

ど, 最先端の科学技術を駆使した医療を取り入れ

ながら, 様変わりしていくであろうと思われる｡

また一方では, 1997年に ｢臓器移植法｣ が制定

され施行された｡ ゲノム解読や生殖医療の進歩に

より ｢人のいのちのはじまり｣ に目が向けられ,

｢臓器移植法｣ の制定により脳死を人の死とする

か否か, ｢いのちの終わり｣ に目が向けられるよ

うになった｡ ｢いのちのはじまりと終わり｣ に人

の手が介入していくことで, これまで以上にいの

ちへの尊厳が厳しく問われていくであろうことが

予測される｡

看護は, そのような科学技術の進展によっても

たらされる高度な医療を受けようとする人々の福

利に, どのような役割をとることができるのだろ

うか｡ 医療を受けようとする対象の意思決定にど

のように向き合っていくことが可能なのだろうか｡

とりわけ, ｢いのちへの尊厳｣ を軸にしながら,

看護職者として少なくとも, どのようなことを視

軸として, 先端医療を受けようとする対象者へ向

��

要 旨

本稿では, ｢先端医療看護｣ の授業案構築までのプロセスを整理し今後の課題について検討

することを目的とした｡ 研究方法は, ｢先端医療｣ と ｢看護｣ のキーワードの他, 看護はどの

ようなことに焦点が置かれているのか, 関連するキーワード ｢再生医療｣, ｢移植医療｣, ｢遺伝

相談｣, ｢生殖医療｣ に, ｢生命倫理｣, ｢意思決定｣, ｢死生観｣, ｢脳死｣, ｢遺伝相談｣ 等の９つ

のキーワードに看護を掛け合わせ文献検索を行った｡ 文献検索の結果を踏まえながら対象特性

について検討し, ｢学習目標｣ と ｢学習課題｣ を考えた｡ さらにそれらを踏まえ, ｢学習のねら

い｣ と ｢学習内容｣ を検討することにより, 先端医療看護の授業案の構築と課題を整理した｡

授業案は, ｢いのちをどのように捉え｣, ｢対象の意思決定｣ にどのように対峙することができ

るのか, 学生たち自らが考えられるよう, 様々な視点からの話題提供を考えた｡

��	�
：先端医療, 看護, 授業案, 意思決定
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き合うことが可能なのかを明らかにしていくこと

が, ポストゲノム時代の看護への要請としてある

のではないかと考える｡

時代の要請に応えるべく, 本学カリキュラムの

理念は ｢情操豊かな人間性と生命尊厳への畏敬の

心を基盤にした看護観を培い, 人々の健康を変化

する社会との関係の中で捉え, 科学的思考を駆使

して包括的に対応できる自立した看護専門職を育

成する｣ としている｡

それらの理念のもとに本学科の特色は ｢高度な

医療技術に対応できる資質の高い看護専門職の育

成｣, ｢情操豊かな人間性｣ の２本の柱が立てられ

ている｡ 上記の特色を受け, 臨床看護学共通の科

目として３学年前期に ｢先端医療看護｣ が設置さ

れた｡ ポストゲノム時代の到来を見据え, 看護基

礎教育の中で看護独自の役割を考えていくことは,

正に時宜を得て重要なことであると考える｡

しかしながら, 本科目は, カリキュラムの中で

の科目立てとしては珍しく, 文献検索等で教材が

見つからないことから, おそらく本学以外の大学

では開講されていないと思われた｡ したがって既

存の教科書もなく, シラバス構築までのプロセス

について整理することは意味があると考えた｡

そこで, 科学技術の進展に伴い ｢いのちをどの

ように捉えなおす必要があるのか｣, ｢先端医療を

受けようとする対象の意思決定への援助｣ につい

て問いかける科目として, シラバスと授業案の構

築を試みた｡ 本稿では, 授業案構築までのプロセ

スを整理し, 今後の課題について考察することを

目的とする｡

������

授業案構築のために, 以下の手順を踏んだ｡

１. 過去17年間に遡って ｢先端医療｣, ｢看護｣ を

キーワードとして文献検索を医中誌を使って行

い, 医学と看護の年代毎の文献数とテーマ及び

概要についてカテゴリー化を行う｡

２. 次に１でカテゴリー化した中から ｢再生医療｣,

｢移植医療｣, ｢遺伝相談｣, ｢生殖医療｣ ４つの

キーワードに, 先端医療看護に関連すると考え

られた ｢生命倫理｣, ｢意思決定｣, ｢死生観｣,

｢遺伝相談｣, ｢脳死｣ の５つを加えた９つのキー

ワードと ｢看護｣ を組み合わせ, 1997から2001

年の過去５年間の文献検索を行う｡

１, ２ともに文献は主として医学中央雑誌か

ら検索された原著論文を対象とし, 授業案に必

要な内容の手掛かりを得る｡

３. ｢先端医療｣ 及び ｢高度先進医療｣ の概念お

よび定義について, 文献により整理する｡

４. １～３までの結果に基づいて, 先端医療の中

で捉えられる対象特性について考察する｡

５. 対象特性を踏まえ, ｢学習目標｣ と ｢学習課

題｣, ｢学習のねらい｣ と ｢学習の内容｣ を考察

し授業案を整理する｡

����

１. ｢先端医療｣, ｢看護｣ をキーワードとした文

献検索

シラバスを作成した2001年から15年間遡り, 文

献検索を行った｡ ５年ごとに古い年代から１期,

２期, ３期と分け, ゲノム解読直前2002年から

2003年の２年間を４期として論文のテーマと内容

を概観した｡ 検査・診断・治療等を扱った内容の

論文を医学論文とし, 看護職者による論文, 看護

のキーワードを含む論文を看護学論文と便宜的に

表現した｡

年代毎に論文の動向を見ていくと, １期 (1987

年～1991年) は, 医学論文が16編, 看護学論文が

０編であった｡ ２期 (1992年～1996年) は, 医学

論文が25編, 看護学論文が０編であった｡ ３期

(1997年～2001年) は, 医学論文が32編, 看護学

論文が１編であった｡ ４期 (2001年～2003年) は,

医学論文が433編, 看護学論文が２編であった｡

４期の論文のテーマを分類・整理しカテゴリー化

した｡ カテゴリー化したキーワードは ｢遺伝子診断・

治療｣, ｢再生医療｣, ｢移植医療｣, ｢画像診断｣ で

あった｡ 看護学論文は, ｢先端医療 (移植医療)

における学生の認識｣ についての２編であった｡
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２. 先端医療に関連するキーワード (｢再生医療｣,

｢移植医療｣, ｢遺伝相談｣, ｢生殖医療｣, ｢生

命倫理｣, ｢意思決定｣, ｢死生観｣, ｢脳死｣ に

｢看護｣ をかけ合わせた文献検索

先端医療と看護では, 看護に関連する論文はほ

とんど検索できなかった｡ そのため, 結果１で提

示した４つのキーワード (｢再生医療｣, ｢移植医

療｣, ｢遺伝相談｣, ｢生殖医療｣) に, 医療者が先

端医療を提供したり, 対象者の検査・診断・治療

の選択をする際に関連してくると思われるキーワー

ドを考えた｡ すなわち ｢生命倫理｣, ｢意思決定｣,

｢死生観｣, ｢脳死｣, ｢遺伝相談｣ の５つのキーワー

ドを加え, 全部で９つのキーワードにそれぞれ

｢看護｣ を組み合わせ, 1997年から2001年の５年

間で文献検索を行った｡ 論文数の総数は622であっ

た｡ 622の文献は, 研究のテーマが何に焦点が当

てられているのか概観するために, 看護の原著論

文に絞り込んだ｡

検索の結果, ｢死生観と看護｣ が一番多く総数

44編であったが, 先端医療と関連する１編を除い

ては, 直接関連性が見られず除外した｡ ｢意思決

定と看護｣ は26編, ｢生命倫理と看護｣ が９編,

｢移植医療と看護｣ が２編, ｢脳死と看護｣ が１編,

｢遺伝相談と看護｣ が２編, ｢生殖医療と看護｣ が

２編, ｢再生医療と看護｣ は０編であった｡ 看護

の原著論文は総数が56編であった｡

｢意思決定と看護｣ では, ｢終末期の症状緩和

における意思決定｣ (森田, 角田, 井上他；1999),

｢在宅での人工呼吸器装着｣ (宮谷；2001), ｢遺伝

的疾患を持つ母親の次子妊娠｣ (佐々木；2000),

｢症状緩和｣ 等を受ける患者・家族の意思決定の

プロセスや意思決定行動 (森田；1999, 滝口；

2001) に関するものが見られた｡ ｢生命倫理と看

護｣ は, ホスピス・緩和ケア病棟 (志摩；2000),

���における生命倫理, 授業研究や生命倫理にお

ける看護師の認識 (青木；2001) 等の意識調査が

見られた｡ ｢遺伝相談と看護｣ では, ｢遺伝相談シ

ステム｣ (高田；1999) や ｢看護師の遺伝とのか

かわりと認識についての研究｣ (横山；2001), 出

生前診断での相談活動 (井上, 横尾, 百田；2001)

があった｡ ｢死生観と看護｣ の論文は, 先端医療

に関連する論文は, ｢脳死と臓器移植に対する意

識調査｣ (高橋；2000) があった｡

３. 文献に見る ｢先端医療｣ の定義と概念

先端医療の概念の中で形をなし実用化されてい

る医療が, ｢高度先進医療｣ である｡ この制度は,

1984年の健康保険法改正で発足した制度である

(厚生労働省ホームページ；2006)｡ 平成18年現在

で承認されている高度先進医療は, 101種類あり,

承認を受けている医療機関は113機関である｡

一方 ｢先端医療｣ は, 概念的な言葉として用い

られており, 制度として確立され使用されている

｢高度先進医療｣ と対になる用語として区別して

捉えることができた｡

｢先端医療｣ に関する概念は, ５つの文献によっ

て整理し, 以下のように５項目に整理することで

きた｡ すなわち, ①通常医療になっていない実験

段階の医療技術, 例えば ｢遺伝子医療｣, ｢移植医

療｣, ｢再生医療 (人工臓器)｡ ②新しい技術 (手

技, 器具, 医薬品等を含む) を用いた先駆的医療｡

③科学技術の最先端を駆使する医療｡ ④発病リス

クを予想する予防的視点を持つ医療｡ ⑤延命だけ

でなく���を考えた視点で技術と生命の尊厳の調

和をめざす医療 (広辞苑, 桜井1999, �島；2001,

高久；2001, 二瓶；2000) として捉えられた｡

����

１. 文献検討の結果と対象特性

著者らは, 先端医療を ｢通常医療になっていな

い実験段階の医療技術｣ として捉え, さらに, 二

瓶 (2001) が提案しているように ｢延命だけでな

く���を考えた視点で技術と生命尊厳の調和を

めざす医療｣ として捉えた｡ その中で医療を受け

る人の福利や���	
����
�(���：命の輝き)

を如何に保つことができるのか, ということを中

軸に先行研究から先端医療看護の授業案の検討を

進めていくこととした｡

まず, 各期ごとの文献数から概観すると2001年

を境に, 文献数が急激に増加しており著明な変化

が見られた｡ 2003年ヒトゲノム計画解読終了に向

けての2002年から2003年までの２年間における文
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献数は, それまでの15年間の総数を上回る数になっ

ており, その変化は医学論文だけに見られた現象

であった｡ 内訳をみると, ｢再生医療｣, ｢移植医

療｣, ｢遺伝子診断・治療｣, ｢生殖医療 (遺伝相談

を含む)｣, ｢免疫療法｣, ｢画像診断｣ 等, すべて

医学論文である｡

先端医療の範疇での看護の文献は, ｢移植医療｣

のみであり, 臨床現場で行われる先端医療の ｢治

療に伴う看護｣ の文献は見当たらなかった｡ 文献

のみからみると看護は明らかに医療の進歩に追随

していない現状が伺えた｡

上記の文献の中で事例として捉えられた, ｢遺

伝的疾患を持つ母親の次期妊娠に関する意思決定｣,

｢終末期や緩和医療など患者の���に対する家族

の意思決定｣ など患者・家族の ｢意思決定｣ を支

えていくための援助が, 医療技術の進展に伴いこ

れまで以上に求められるであろうことが考えられ

た｡

さらに対象者の特性を捉える為に, 先端医療

(遺伝子診断) により正常な児を出産した事例や

クローン人間による移植を求める事例などを描い

た���のドキュメンタリー番組 (���制作；

2001) を参考にした｡ その中で先端医療に対して,

倫理的ジレンマに駆られながらも意思決定を下し

た事例, 或いは下そうとする事例等も参考に, 共

通する対象の特性を ｢生きようとするいのちに対

し挑戦する人間の姿｣, ｢倫理的ジレンマの中で,

自分自身の生き方の自己決定を迫られる人間の姿｣

として捉えることができた｡

２. 授業案の構築

上記までの文献検討と対象特性を捉えることに

よって, 必要な看護の視点を考え, そこから学習

目標と学習課題を導き授業案を考えた｡ 看護援助

として ｢『生きようとする対象者のいのちへの尊

厳』｣ を中軸に対象者へ向きあい, ｢対象者の 『意

思決定』 のプロセスを支えること｣ が求められる

と考えた｡

看護は, 対象者に向き合うことで対象の ｢意思

決定のプロセス｣ を支え, 命への尊厳について考

えることができる｡ そのような看護を提供する側

の役割について考えることができるよう, シラバ

スの ｢学習目標｣ と ｢学習課題｣ を考えた｡ ｢学

習目標｣ を ｢先端医療について概観し, 看護職に

求められる倫理的思考を通じ, 看護の役割を学ぶ｣

とした｡ さらに, １. ｢先端医療を受けようとす

る対象に向き合うことで, ｢いのちの尊厳｣ につ

いて考える｣ ２. ｢対象の思いに添いながら ｢意

思決定｣ を支えていく看護の役割について考える｣

とした｡ ｢学習課題｣ は, １. ｢先端医療とは｣,

２. ｢先端医療と倫理的問題｣, ３. ｢遺伝子診断・

治療と看護｣, ４. ｢再生医療と看護｣, ５. ｢救急

医療と看護｣, ６. ｢移植医療と看護｣ の６項目を

考えた｡

｢学習課題｣ に関する ｢学習のねらい｣ は, ①.

自分自身の看護観や死生観を確認すること｡ ②.

先端医療の光と影―両方の視点で物事を見ること｡

③. 個人の生きることに関する価値観の尊重｡ ④.

生きる権利や人としての尊厳が守られること｡ ⑤.

個人の意思決定への尊重, ⑥. 倫理的ジレンマへ

の視点, ⑦. ケアの担い手としての看護職の立つ

位置の確認｡ ⑧. 個人の価値観と社会的価値観｡

⑨. 部分と全体の調和等, ９項目考えた｡

また, 本科目においては考える視点や答えは一

つではなく必ずしも ｢正解がないこと｣, そのた

めに ｢自分自身のものの見方や考え方 (価値観)

を大切にし, 自分自身の心の奥 (良心) から発す

る 『何か変』 という思いを大切にし, 目の前に起

こっていることに向きあい考えることで自分自身

の先端医療における看護観を培って欲しい｣ とい

う教員の願いがあった｡ さらに看護職者としての

倫理観を持って, 対象の思いに添い ｢意思決定｣

を支えていく看護の役割について考えて欲しいと

考えた｡

60時間の授業スケジュールについては, 学内外

の人的・物的資源等の活用を考えることとした｡

特定機能病院として認定されている本学医学部附

属病院でおこなわれている ｢先端医療｣ に関する

診療等の情報収集にもあたった｡ 本学での情報収

集の成果は多く, 身近に ｢遺伝子診断・治療｣,

｢人工内耳埋め込み手術｣, 遺伝子診断・出生前診

断に関わる ｢遺伝カウンセリング｣ の分野等, 協
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力を得ることが可能であるとわかった｡ また人的

資源から考慮して, 先端医療と切り離して考える

ことのできない ｢生命倫理｣ に関する分野, ｢移

植医療｣ の分野等が開講可能であることがわかっ

た｡ それらの情報を統合し, シラバスの枠組みを

作成し具体的な授業スケジュールへとつなげるこ

とができた｡ シラバスを受けて構築された授業案

は, 表１に示したとおりである｡

����

バイオテクノロジーの進展とともに台頭してき

た先端医療は, 近い将来, 命についての問題を私

たちに投げかけることになる｡ 例えば, ｢いのち

の始まりといのちの終わりを人間の手で決められ

るものなのか｣, ｢病む臓器を車の部品と同じよう

に, 簡単に取り換えることが本当に良いことなの

か｣｡ 必然的にそこには, 命の尊厳についての倫

理的問題を引き起こし, そのためにそれに向き合

うものは, 悩み葛藤しながら意思決定を下さねば

ならない｡ 授業案はそれらのことを考え, ｢意思

決定｣, ｢死生観｣, ｢生命倫理 (倫理的ジレンマ)｣

などについて学生自らが考えられるよう, 様々な

視点からの話題提供を盛り込むことができるよう

に考えた｡ 事例を通し, 先端医療の光と陰を見据

えながら, 先端医療を受けようとする人たちに,

看護はどう向き合い対峙することが可能なのか｡

考える拠り所をより焦点化していく必要がある｡

また, 当科目は臨床看護学に位置しており, そ

れらを包括できるよう広い視野と項目立ての偏り

がないようにしなければならなかった｡ そのため

には, 臨床看護学講座内での項目立てやその分担

及び非常勤講師の選出等を話し合う必要があった｡

授業の展開方法についても, 医学科教員と看護学

科教員が共同して行える授業展開を検討していく

ことなどが今後の課題である｡
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１) 青木真弓 (2001)；看護業務上の倫理的問題

に対する看護職者の認識と行動 神奈川県立看

護教育大学校看護教育研究収録 26 65-72
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学習課題 学習内容 学習のねらい 担当

１. 先端医療とは �医療の歴史
�疾病構造の変化
�先端医療と先進医療

�医療の歴史と変遷について
�先端医療の光と影

看護学科教員

２. 先端医療と倫理的
問題

�医療と患者の権利及び医療者
の倫理綱領

�用語の定義

�生きる権利や人としての尊厳が守られる
こと

�ケアの担い手としての看護職の立つ位置
の確認

生命倫理の教員

３. 遺伝子診断・治療
と看護

�遺伝子による診断技術とその
活用

�出生前診断
―遺伝カウンセリング

�個人の意思決定への尊重
�個人の価値観と社会的価値観
―倫理的ジレンマへの視点

医学科教員と看護学科教員

４. 再生医療と看護 �人工内耳埋め込み術と看護 �治療に伴う看護
�先端医療の光 (音を取り戻すこと)

医学科教員

５. 救急医療 �救急医療における現状と課題 �先端医療の光と影
�救急医療と移植医療

医学科教員

６. 移植医療と看護 �移植医療の世界的状況
�移植を受ける対象と家族
�ドナー (臓器提供者) とレシ
ピエント (移植医療待機者)
をめぐる問題

�米国で (脳死下ドナーから)
肝移植を受けた当事者の体験

�生きる権利や人としての尊厳が守られる
こと

�個人の意思決定への尊重 (意思決定に寄
り添うケア)

�個と社会の価値観―倫理的ジレンマへの
視点

�いのちの意味 (つながり､ 関係性)
�ケアの担い手としての看護職の立つ位置
の確認

�自分自身の看護観や死生観の確認

看護学科教員

当事者 (米国で肝移植を
受けた本人)
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平成20年４月16日から19日に, タイ国, ������

��	��
������������看護学部 (�	���) を訪

問した｡ 事前に得たタイ看護協会や看護カウンシ

ル�	���のホームページ情報, および訪問で得

たタイにおける看護教育, また, �	���の教育

について紹介する｡

�	
�����

タイにおける登録

看護師 (����) の数は

115,569名, 人口比は 1 :

540 (2004) で, ①ヘ

ルススクリーニング,

②ヘルスプロモーショ

ン, ③疾病予防, ④リハビリテーション, ⑤ヘル

スマネージメント, ⑥健康教育を担っている

(����: 2008)｡

タイの看護に関する組織は, 入会は任意である

｢看護協会｣ (1971年創設) と, 1985年に法的に位

置づけられた免許保有者全員が所属する ｢看護カ

ウンシル｣ の２組織があり, 両者が協力しながら

看護界をまとめている｡ この両組織が４年に１回

のカンファレンスを開催し, タイの看護のあり方

を決めている (両��参照)｡ 看護カウンシルは,

大学省から委託を受け, 大学の教育評価や大学設

置時のカリキュラムの適性の判断, 行政への提言

などを担っている｡ 看護協会長もメンバーであり,

保健省, 大学省, 赤十字, 看護協会, バンコク市

行政当局, 国防省, 警察に所属する看護師ら32名

が主要メンバーである (看護カウンシル��)｡ ま

た, タイの看護教育は王室の貢献が大きく, 最初

の看護学校は現マヒドール大学であり, 国王が作っ

た助産師教育校であった｡ 現国王の母親は看護師

であり, 国王の父も医学を学び, 王女も看護師で,

タイ看護協会のメンバーである｡

�	
����������

資格認定は看護カウンシルが行う｡ タイでは全

員が看護師と保健師, 助産師の内容を学習してお

り, 資格は看護師のみである｡ 看護師の資格は,

①テクニカル・ナース, ②プロフェッショナル・

ナース (��), ③アドバンスト・プラクティス・

ナース (���) の３種類がある｡ テクニカル・

ナースは, 1981～98年まで存在した高校卒業後の

2年間のテクニカルプログラムを修了し資格を得

た看護師で, 現在は養成されていない｡ また,

��は, 大学で４年間学習している現在の基礎資

格である｡ ���は2003年１月に初めて認定試験

が行われた新しい修士課程の修了者である｡ 小児,

精神, 母性, 外科, 地域看護の領域がある｡ 今の

ところ診断・処方はできない｡ タイにはクリニカ

��

�
���������

宮崎大学医学部看護学科 小児・母性 (助産専攻)看護学講座
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ル・ナース・スペシャリシスト (���) の資格

はないようである｡ また, 1997年以降, 看護師資

格は5年ごとの更新制をとっている｡ この免許更

新のために全国に50の継続教育ユニットがあり,

セミナーへの参加, 論文発表, 教育に関わる, カ

ンファレンスへの出席など50時間以上の教育の受

講と学術的な活動が更新の条件となっている (看

護カウンシル��)｡

��������	

����の資料によると, 看護教育は, 1978年に

大学教育に移行し, 1981年にはすべて大学教育に

移行し, 2005年では65校で教育され, 卒業に必要

な単位は140～150単位である｡ また, 修士課程は

1973年に�	
��������大学で開始し, 11校

(2005) あり, ���や�� (現在は���に統一)

を輩出している｡ 博士課程は��	���大学で1987

年に教育を始め, ８校 (2005) にある (�����

2008)｡ また, 高等教育のための人材育成は, タ

サナ・ブントン博士, タイ国看護評議会会長の発

案で, 主に①５大学での共同プログラムの運用と,

②１年タイで学びその後海外へ留学 (サンドイッ

チプログラム) するという方法で行われている

(松下：2004)｡


������������������������ !"

#��$��%�&'()*��*+����	

���はプーケットを始め, ５か所にキャン

パスがあり, 看護学部はバンコクから1,000キロ

南, マレーシアの国境に近い������にあり,

��������������病院が隣接している｡ 学士課程,

修士・博士課程があり, 一学年120名の学部生, 9

5名の修士課程生, 20名の博士課程生を合わせ740

名くらいの学生が在籍している｡ また, 看護学部

の教職員は117名である｡

1 ) 看護学部の歴史

1972年に医学部に開設され, 1980年９月７日に

看護学部に昇格している｡ 1973年当初はソンクラ

看護短期大学, 准学士課程 (���������������)

として17名の学生を受け入れ, 看護と健康に関す

るカリキュラムを開始している｡ 翌1974年に20名

の学生が学士課程に入学している｡ 1978年には

６ヶ月の助産学のカリキュラムが学士卒業生のた

めに提供され, その年は13名の卒業生が助産師の

証明書を受けている｡ 1980年にカリキュラムは学

士 (����) (看護学および助産学) に変更されて

いる｡ また, ８年後の1987年に当初おかれた学士

修得のための２年の継続カリキュラムが閉鎖され,

1988年には4年プログラムのみの看護学士課程

(������) に変わっている｡

現在の看護基礎教育は, 看護師と助産師の資格

が取れる4年の看護学士課程のみであり, 定員は

１学年160名, 今後240名に増員される予定だそ

うである｡

2 ) ビジョン

看護学部では, 2012年までに東洋の英知とホリ

スティックケアを看護への統合に焦点をあて, 東

南アジアにおける看護リーダーの育成をめざして

いる｡

�� 南九州看護研究誌  �.7 �.1 (2009)
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3 ) 看護学部の管理運営組織

看護学部の管理運営組織として以下のような役

割が置かれている｡

ホームページや自己紹介などで前面に紹介され

る教員の肩書きは, 看護の専門領域ではなく, 運

営上何を担当しているかであり, 教育, 臨床, 研

究, 学校経営, 地域貢献という５つの大学教員の

役割のうち, 学校経営, 管理運営に対する意識が

高いことが伺える｡

4 ) 看護学部の講座 (����������)

公衆衛生看護学 (	
�����������), 精神看

護学 (	����������), 看護管理 (���������

�����), 看護教育学と看護サービス (��
���

��� ��� �
��� !��"��) , 外 科 看護学

(!
� �����), 内科看護学 (#�������), 小

児看護学 (	��������), 産婦人科看護学・助

産学 ($������� %������� � ����� #��

&'���) の７講座が置かれている｡

5 ) 看護卒後教育

５つの卒後教育プログラム, ①臨床系看護修士

課程を5領域, 成人看護学, 家族・地域看護学,

看護管理学, 精神保健・精神看護学, 小児看護学

で, ②臨地系の看護修士課程 (地域における

�
���	���������のプログラム), ③外国人向

けの修士課程, ④#������'!����� (������

!����� (����������)�"���*����), そして

⑤博士課程(+�����������	�� ���) (表２) を

開設している｡

また, 修士・博士課程のカリキュラムは表１

(修士課程), 表２ (博士課程) のようである｡

６) 短期継続教育プログラム

4つの短期トレーニングプログラム (+�������

�����*�� ����), ①ヘルスプロモーションに

関連するナースプラクティショナーのプログラム,

②老年看護学, ③ホリスティックケア看護 (�

,�����+������), ④新生児・小児クリティカル

ケアを開講している｡

そして, 11のセルフケアに関するプログラム,

①慢性疾患, ②小児および家族ケア, ③看護倫理,

④ヘルスプロモーション, ⑤�+-��+)!, ⑥看護

管理�質の改善, ⑦疼痛管理, ⑧メンタルヘルス

および精神看護, ⑨女性の健康, ⑩高齢者, ⑪東

洋の英知を開講している｡

７) 研究活動

研究は図１のような組織により, 若手の海外で

の博士号取得者を中心に, 多くの国内外との連携

により進められている｡

また, タイ国内の博士課程を有する大学教員が

交流し, 看護研究を推進するための大学間ネット

ワークである, 看護共同研究ネットワーク(,(��

.,���������"� �������� ���&��/��
��� )

があり, ７領域の研究を行っている｡ そのうち

	!01�は ｢高齢者｣ の研究を主に担当している｡
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タイにおける看護教育事情

�� ������	

��		��

<�*���',�
���� 	����(�2) 	���?

,�����
���� 11 11

!*��������
���� 13 13

!
��*��������
���� 4 8

�����"���
���� － 2

<���� 12 －

#���<���� － 6

<����,����� 40 40

いずれも少なくとも500時間の実習を含む

�� ������	

��		��

<�*���',�
���� 	���１ 	���２

,�����
���� － 8

�����"���
���� － 6

<���� 50 36

<����,���� 50 50



8 ) 附属施設

� �����������	
��
���	�� ��������

�
����

このセンターは, 東洋の英知とホリスティックケ

アの統合に焦点をあて教育と実践, 研究を行うため

に創設されている｡ 子どもとティーンエイジャー,

そして女性の健康と高齢者の健康増進とリハビリ

センターからなっている｡ 学生の演習, 介護者の

トレーニング, 研究の場になっている｡

� �����	��������
��������
	
��
��

�������������	���	�

1993年２月に開設され, 主にヘルスケアサービ

ス, 例えば運動やゲーム, 文化的な活動および黙

想などが提供される｡ また, 健康に関することが

定期的に講義される｡ 学生の演習, 介護者のため

のトレーニング, 看護研究のために活用されてい

る｡ 週３日開かれ, 80から150人の参加者があり,

現在約500人のメンバーがいる｡

� ��	���
	���������	������������

1986年に育児および子どもの成長を促進するた

めに設立されている｡ ４か月から３歳までの心身

ともに健康な子どもたちと, 休日における学童の

ためにディケアを提供している｡ また, 看護学生

のトレーニング, および研究のために使用されて

いる｡

� ������ ��� ������� 
� ����
�� ��

���	
���	��

1991年に開設され, 研究活動を促進し, 学部の

スタッフおよび14の南タイ地域からの看護職員の

研究能力のトレーニングをするために置かれてい

る｡ また, 看護学部と公共機関, 外国の諸機関を

つなぐ研究プロジェクトのための情報を提供して

いる｡ 最近の研究は, ヘルスプロモーション, 高

齢者のケア, 倫理, ホリスティックケアと東洋の

英知を統合することをめざしている｡ 成功を収め

ている看護研究の例は, 南タイのイスラム教のコ

ミュニティのためのエイズ防止およびケアプログ

ラム, タイに合った癌の苦痛サポートモデル開発

(ハジャイ癌患者の苦痛救助モデル), タイの看護

サービスと看護教育間の共同プロセスと成果の調

査, タイの看護師の転職に関する調査, 睡眠問題

と健康の関係などである｡

� ����
����������������

臨床実習前に技術を改善すること, および看護

学生の信頼を高めることを目標に1993年に設立さ

れている｡ 学生に看護技術 (���������) のシミュ

レーション機会を, self-directed学習の機会として

提供している｡ 日本における各領域の演習室が１

か所に集められ, ４名の専属スタッフが配置され,

学生への指導, 学習設備・備品の整備を行ってい

る｡ 視聴覚教材も整備されている｡

�� 南九州看護研究誌 ��	.7 ��.1 (2009)
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今回の�����訪問は, 国際交流委任経理金か

ら訪問旅費の負担を頂き実現した｡ 免許の更新制,

��の教育, 資格制度が既に定着しており, 卒後・

継続教育も充実し, 地域貢献も推進されていた｡

また, 外国で学んできた若手教員を中心に東洋の

英知, タイの文化を大切にしょうとしている姿に

触れることができた｡ そして���	
�
�����	��

��
��	は, 看護技術力をつけるためのひとつの

方策であると思う｡ このような貴重な経験ができ

たことを, 宮崎大学と, 快く受け入れ時間を割い

て対応して下さった, ���の������
看護学部

長, 研究および国際担当の�	��教授をはじめ,

諸先生, 担当事務の方々に深く感謝いたします｡

����	
���

１) ����(国際看護交流協会)：��	��
��
���

��	��(５��������
)��168, 171, 172 (�����

��
��165-172).

２) 松下光子, 堀内寛子, 斎藤和子：タイにおけ

る看護および看護教育の現状－３大学の看護学

部への訪問より－岐阜県立看護大学紀要, 4(1) ;

147-153, 2004.
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筆者は2008年10月に星和書店から������

����	��博士の 『
����������������������

����������������』１) の翻訳本である 『看護実

践における認知行動療法』２) を発刊した｡ 認知行

動療法 (
����������������������：
��)

は, 近年世界のメンタルヘルスの分野において最

も有効な介入法として幅広く用いられている技法

である｡ 主に, 心理士や精神科医によって用いら

れることが多いが, 看護師の実践例も少しづつで

はあるが報告されるようになってきた｡

筆者は, 日頃から日本において看護師のための

認知行動療法の本が非常に少ないことを感じてい

た｡ そのため, ������	��博士の本に出会った

とき, この本を日本語で翻訳をすることで, 日本

の看護師の認知行動療法に関するテキストになる

と確信した｡

今回 , この本の発刊を契機に, 著者の��

����	��博士による日本でのワークショップを

企画・開催 (主催：星和書店) したので, ワーク

ショップの報告と共に日本の看護実践における認

知行動療法の現状についての紹介を行ないたい｡


������	���

認知行動療法の歴史は��ベックに遡る｡ 彼は,

1960年代に精神分析的心理療法モデルがうつ病の

治療に有効だという経験的なエビデンスの評価に

興味を持ったが, 精神分析的心理療法モデルにも

とづいた介入の効果のエビデンスを確認するのは

難しいことを発見した｡ 彼が代わりに見いだした

のは, うつ病の人は一般に自己否定的認知, 思考

の誤り, 見通しの短縮など特殊な思考をするとい

う示唆であった｡ このことから彼は, � 外部事

象のみでなく, 思考・知覚は個人の感情や気分,

結果的に行動的反応を形成する｡ � 歪曲された

否定的思考や自滅的な信念は, 不安, うつ状態お

よび怒りのような不快な感情を引き起こす｡

� 非効果的, もしくは歪められた思考パターン

を変更することによって, 人はどのように行動し,

感じるかを変える事が出来る｡ という理論をうち

たて, この理論は主にうつ病に適用される認知療

法として発展した｡

もう一つの流れとしての行動療法の起源は,

1920 年代の������の条件反射, 1930年代の

���������の試行錯誤過程と効果の法則の研究に

遡る｡ その後, 1950年代に�������によって, オ

ペラント条件づけにより, 行動は環境を操作する

ことにより発生頻度が自在に変容していくことが

実験証明された｡ オペラント条件づけの学習理論

の原理に基づいた行動療法の代表的な例として,

トークン・エコノミーがある｡ これは, 標的行動

と結果の随伴性を計画的に管理する統括的な治療

��
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法であり, 開発当初は精神病院で長年社会生活か

ら遮断されていた精神病患者たちに生活技術を再

学習させ不適切行動を軽減することに焦点があて

られた｡

やがて, この技法は米国では精神病院のほかに

教育, 矯正, 職場等の改善にも広く用いられるよ

うになった｡ その後, 1960年代に�����は神経症

の研究に焦点をしぼり, 系統的脱感作による新し

い治療を開発した｡ 彼は不安反応である自律神経

の興奮を統制するために, それと相容れない反応

(筋弛緩によるリラクセーション等) をクライエ

ントに教えた上で, 徐々に恐怖刺激をイメージさ

せて不安や恐怖を除去することを治療の目的とし

た｡

認知療法と行動療法は異なった技法として開発

されたが, 1980年代になって融合し, 欧米を中心

に ｢�����	
�������
���������：実証に基

づく心理療法｣ の研究と実践に貢献してきた｡

��������	
���

������	博士のワークショップセミナーは,

2008年10月27日～28日に大阪, 10月30日～31日

に東京で開催された｡ 講師の������	博士は,

1998年から2004年までアメリカのペンシルベニア・

プレスビテリアン大学医療センターの依存症入院施

設, 精神科急性期病棟の臨床管理者を務め, 認知

療法学会認定の認知療法士, ����(����	
��

���
��
����	�
���������
�����) の資格, 社

会学の博士号と心理学, 看護学の２つの修士号を

有している｡

ワークショップ参加者は, 大阪, 東京とも50人

程度であり, 各地で���の実践や研究を行なっ

ている看護師や心理士などの実務者, ���に関

心のある大学教員, 大学院生, これから実践を行

なっていきたいと考えている看護師などの出席が

あった｡

セミナーは両日とも午前９時から午後４時まで

行なわれ, どちらのワークショップにも, 同時通

訳として, 心理士で実践家でもある方々に参加し

ていただいた｡

１) ワークショップの内容

【ワークショップ１日目】

１日目は, ���の理論を様々な例を用いてわ

かりやすく説明がなされた｡ ���では, ｢個人の

信念, 思考, スキーマが, 内的・外的な出来事の

知覚や解釈を形成する｣ という基本的前提があり,

特にうつ病の人々については自己, 将来, 世界に

ついてのネガティブな見方が基底に存在し, その

“������	���������� 認知の三つ組み”をポ

ジティブな方向性に持っていくことが重要とされ

る｡ そのために, 出来事を経験したときに自動的

に沸きあがってくる自動思考 (��������


�������) に焦点をあてる自動思考記録を用いて,

その人の持つスキーマや認知の歪みを同定するこ

とが重要であることがレクチャーされた｡

また, 曖昧な目標を立てると, 曖昧な治療, 曖

昧な結果しかもたらさないため, 治療目標は明確

に, 具体的に行なっていくこと, 治療の焦点化

(今, ここで何が起きているのか, 今, 何が問題

になっているのかを明らかにする) を行なうこと

が強調された｡ その中の一つの例として ｢スープ

を作る｣ というテーマが与えられ, スープを作る

にはいくつのステップが必要かをみんなで考えた｡

会場からは ｢買い物に行って, 材料を切って, 鍋

で煮込む３ステップ｣ という答えが多かったが,

������	博士は ｢この会場を出て, 電車に乗っ

��

１. ��������	���������������������

認知行動療法とは何か？

���
�����������	��������������������

認知行動療法の基礎理論

２. ��������
����	�����������	����
��
�

看護実践への���の適用

 	��������	������	��������	����

看護理論と���の統合

!"�����������	����
��
�#�������	

$��

米国における���を使った看護実践の例

３. �����%������	 うつ病の���

４. ���
��
�������	����	����
��
�����	�


��	�
��
��(�	
����	����������"��
��)

臨床例の使用による看護実践における���の

実践 (ロールプレイ演習を含む)
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て, 買い物に行って, 家に帰って・・・・・｣ と

いうようにスープを作るには非常にたくさんのス

テップが必要であることが示された｡ このことか

ら, 患者の目標を高く掲げ, 少ないステップでそ

の目標に到達しようとすると, 目標達成が出来な

いということがわかった｡ 具体的で達成可能な目

標をあげ, 具体的にどのように達成していくかを

患者と考えることが, ���の治療にとって非常

に重要であることがわかりやすい例を用いて理解

することができた｡

１日目の終わりには, 抑うつ状態にあるクライ

エントに対する面接場面のセッションのロールプ

レイが行われた｡ その場面を一部再現する｡

������：｢私は仕事をしていて子育てを十分にし

ていないことを姑に責められて落ち込

み, 自分はだめな母親だと自分を責め

てしまうんです｣

	
�����：｢子育てを十分にしていないというこ

とはどういうことですか？｣

������：｢例えば子どもの行事に十分に参加でき

ていないことです｡｣

	
�����：｢どのくらいの頻度で参加しているの

ですか？｣

������：｢半年に１回くらいです｡｣

	
�����：｢あなたが十分だと思うにはどのくら

いの参加が必要ですか？｣

������：｢３ヶ月に１回くらいなら参加できそう

です｡｣

	
�����：｢では, 参加するために必要なことは

何でしょうか？｣

������：｢仕事を休めるかどうかです｡｣

	
�����：｢仕事を休むにはどうしたら良いです

か？｣

������：｢上司に頼むか, もしくは同僚に頼むこ

とが必要です｡｣

	
�����：｢では, どのように上司に頼んだら良

いかを一緒に考えてみましょう｣

このように, 患者の落ち込む状況をまず明確に

具体的に把握し, その対処を具体的に考え, 行動

療法的に取り組むことで, 達成可能な目標にして

いく｡ そのことで患者は ｢これなら自分にも出来

るかもしれない｣ という自信がつき, 自分は ｢だ

めな母親だ｣ という認知を変えることが出来るの

である｡ このようなセッションをライブで見るこ

とが出来, 看護場面で���技法を用いることへ

の示唆が得られた｡

【ワークショップ２日目】

２日目は, 主にパーソナリティ障害についての

���の技法がレクチャーされた｡ パーソナリティ

障害はわが国でも増加しており, 近年臨床の中で

も対応することが多くなっている障害である｡

パーソナリティ障害を理解するときに, 以下の

ような様式の理解が重要である｡

��
������������
��
��
���������
���������

(�������
��) パーソナリティ障害は反応様式

である (行動的)

�������������
��������(��������) 生涯を

かけて発達する (適応的)

��
�����������
��
�����(�����
��������)

生存を目的としている (生命保護)

��

��������	 


１. �������
�������������������������

��������
������������
��
 依存症や

パーソナリティ障害などの慢性疾患の���

２. 
���������������
����
�������������

������������� 臨床例の使用による看護実践

における���の実践

３. �������� �
����� ロールプレイ演習
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������������	-
�	����(��������) 自己定

義的になる (認知的)

���������� ������
�	��������
���
���

(�����������) 他者はそれによってその個人を

定義するようになる (状況的)

彼らの症状は, 以前は適応的なものだったもの

もあるが, 現在はその行動様式, 思考様式に何ら

かの不適応が生じているものである｡ そのため,

彼らは変化に対するモチベーションが弱いという

問題がある｡ 変化に対するモチベーションを検討

する枠組みとして, �����������
����������

(1982) の変化のステージがある｡

�前熟考期：患者は, 自分の問題行動を変えるこ

とを考えていない

�熟 考 期：患者は何となく変化を考えてはいる

が, すぐにではない

�決 定 期：患者は変わろうと決め, そのプロセ

スを開始する

�行 動 期：患者は問題行動を実際に変え始める

�維 持 期：新しい, 健全な行動を持続させるコ

ミットメントを維持する

�再 発：問題となる行動に戻る

患者の変化への準備段階がどこにあるかをアセ

スメントできていないと, 介入が非効果的なもの

になってしまう｡ �������博士は, 患者に変化

を起こそうとするときには, 変化を起こすことは

患者の側にあることを常に念頭に置き, 治療的バ

カ (����������������
) を装い, 患者と綱引き

をしないこと (患者と理論的な争いをしないこと)

などについて例を挙げて説明された｡

また, 彼らのセラピーの指針として, 境界を設

けること (�����������) がある｡ そのため,

�������博士が実際に行なっているセラピーの

現場では, 始まる15分前に席についていること,

お金を払うまでは次のセッションに進めないなど

のルールを設定し, セラピーを受けることの責任

レベルを明確にさせているということであった｡

参加者から ｢看護場面では, 構造化された面接場

面が持ちにくく, ���に結びつけていくための

動機づけをどのようにしたらよいか？｣ との質問

があり, 短いかかわりの中でも相手に“���

(はい)”と答えてもらう質問の技法についての演

習を行なった｡ 例えば ｢私はもう病院にいたくあ

りません｡｣ という患者の言葉に ｢どうしてです

か？｣ と聞くよりは ｢あなたは病院を出て退院し

たいのですか？｣ と聞くと, 患者は ｢はい｣ と答

えることが出来る｡ その後, ｢あなたは治療を続

けることに何か抵抗があるのですね？｣ などのよ

うな質問を行なうことで, 治療を継続していくた

めに具体的にどのような問題があるかを明確にし

て, 治療継続の動機づけにつないでいくことが重

要であることが示された｡

��������	
�����������

日本への���の紹介は, 1980年代後半に,

� ����の下で認知療法を学んでこられた大野裕

先生, 井上和臣先生が日本に認知療法を導入され

たことが契機となっている｡ また1989年には

� �������の 『認知療法入門』 (遊佐安一郎訳)３)

が発刊され, 同時に�.�������の来日公演の開催

により, 日本における認知行動療法の活動が促進さ

れた｡ 1998年には京都で ｢日本認知療法研究会｣

が会員数150名ほどで発足し, 2001年には ｢日本認

知療法学会｣ が創設された｡ 当時の会員数は300名

程度であったが, 2004年には世界行動療法認知療

法学会 (!���
��������	������������


�����������������：!����)が神戸で開催さ

れたことにより, ���が注目を浴び, 会員数が

飛躍的に増加し, 2008年５月時点における会員数

は1,171名となった｡ その内訳は心理学関係が約
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40％, 医師28％, 看護師５％, その他教諭, ���

(精神保健福祉士), �� (作業療法士), 大学院生

等で構成されている｡

2008年に開催された日本認知療法学会は, 日本

行動療法学会と初めての同時開催となった｡ その

学会の中でも, ���における看護師の役割が今

後重要となるであろうということが強調された｡

現在わが国の看護における���実践例は様々な

看護の学会で報告されるようになってきた４)｡ ま

た, 『精神看護』５) などの雑誌でも特集や連載記事

が掲載されるなど, 特に精神看護の方面で注目を

浴びている｡ 2008年７月には岡田らの���東日

本関東病院での実践をまとめた 『うつ病の集団認

知行動療法』６) が刊行された｡ このように近年看

護の���に関する報告, 出版などの動きが見ら

れるようになってきたが, 看護実践においては,

各自がそれぞれの現場で試行錯誤しながら行なっ

ていることが多い｡ 今回のワークショップでも,

看護師に向けた���の情報の少なさ, 研修の少

なさなどが話題となった｡ そこで, ワークショッ

プに参加した有志で, ���に関心を持つ看護師

の情報発信ができるようなグループの設立を検討

している｡ また, 来年度の日本認知療法学会・日

本行動療法学会では看護師のためのシンポジウム

の企画・運営も予定されており, 今後看護師が臨

床で行なう���の発展にむけて今まさに準備が

整いつつある段階である｡

����

１) 	
����������	
�����������������

������
 ���
�� �� ��
���� �
������

��
����
��� ��������������!�2004

２) 白石裕子, 國方弘子, 榮 玲子他：看護実践

における認知行動療法, 星和書店, 2008

３) アーサー・フリーマン著 (遊佐安一郎 監訳) :

認知療法入門, 星和書店, 東京, 1989

４) 森 義文：強迫性障害患者の手洗い場面に認

知行動療法的アプローチを用いた検討, 第32回

日本精神科看護学会島根大会学会誌, 358,

2007

５) 岡田佳詠：連載看護のための認知行動療法・

３, 精神看護, 11(5), 66-72, 医学書院, 2008

６) 岡田佳詠, 田島美幸, 中村聡美 : うつ病の集

団認知行動療法, 医学映像教育センター, 2008
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キャンパスでは宮崎大学医学部附属病院の病院再整備計画工事が着々と進んでい

ます｡医学部看護学科は,2月にタイのプリンス ･オブ ･ソンクラ大学看護学部と

の国際交流協定を締結いたしました｡今年度当初より教員や附属病院看護師,学生

がタイを訪れて準備に努めてきましたが,来年度からは本格的な交流が始まります｡

加えて修士課程ではがん看護専門看護師の教育課程も開始されます｡看護学科の教

育,研究,社会貢献活動の新たな可能性 とキャンパスに吹き起こる新 しい風の気配

に身が引き締まる思いがします｡

研究誌委員会では新規メンバーを迎え,気持ちも新たに南九州看護研究誌の編集

にあたってまいりました｡昨年より投稿規定を見直 し,本号から論文種類や書式を

変更 し,無事に発刊することができました｡ 投稿 してくださった皆様と査読 してく

ださった皆様に深 く感謝申し上げます｡今後も南九州看護研究誌のさらなる充実に

向けて,ご協力下さいますようお願い申し上げます｡ (野間口)

研究誌委員

委員長 白 石 裕 子

野間口 千香穂

清 水 玲 子
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